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概要 

魚種の特徴 

〔分類・形態〕 

 ミシマオコゼ目、イカナゴ科に属し、学名は Ammodytes japonicus。細長い体型。背面

は黄土色で、腹面は銀色。下顎が突出して、胸鰭を欠く。 

〔分布〕 

 沖縄県を除く日本各地、朝鮮半島、遼東半島、山東半島の沿岸に分布する。現在の我

が国の主たる分布海域は瀬戸内海、常磐海域である。東北海域と日本海北部海域では本

種と近縁のオオイカナゴの 2 種が混在し、北海道日本海・オホーツク海ではこれらに加

えてキタイカナゴの 3 種が混在する。浮遊仔稚魚期が数ヵ月に及ぶものの、夜間に海底

の基質中に潜ることや夏眠といった行動習性をもつため、回遊範囲は比較的狭いと考え

られている。伊勢・三河湾、渥美外海で漁獲されるイカナゴは、これらの海域で再生産

を行うひとつの独立した資源である。 

〔生態〕 

 内湾で成長しながら過ごした稚幼魚は湾奥から湾口へ移動し、成長とともに分布水深

は深くなる。イカナゴは夏季に水温が高くなると潜砂し、ほとんど活動しない夏眠と呼

ばれる状態となる。伊勢湾では通常、水温が 18℃以上になる 6 月ごろからイカナゴの

夏眠が始まり、12 月～翌年 1 月の産卵期まで続く。夏眠場所は、水深 20 m 前後で底質

の粒径が 1～2mm の粗砂の海域に形成される。貧酸素水塊の発生や粒径の小さい砂泥の

被覆等のため、現在では湾内には夏眠に適した場所はほとんどなく、伊勢湾口域から渥

美外海に限られている。本種は夏眠中ほとんど摂餌しないが、夏眠後半の 11 月ごろか

ら急速に性成熟が進行する。餌は主に動物プランクトンである。かいあし類が主である

が、よこえび類、やむし類、あみ類も食物となっている。伊勢湾では珪藻類等の植物プ

ランクトンも摂食されていることが報告されている。 

〔漁業〕 

 伊勢・三河湾のイカナゴは、主として知事許可漁業である船びき網漁業によって漁獲

されている。伊勢湾は愛知・三重両県の船びき網漁船が利用権を有する入会漁場となっ

ている。三重県のたもすくい網漁業は親イカナゴを漁獲する伝統的漁業として知られて

いるが、2014 年と 2015 年は親イカナゴの漁獲を行っていない。主な漁獲対象は稚魚(シ

ラス：2～3 月)と幼魚(4～5 月)で、船びき網によって漁獲されている。また、全漁獲量

のうち 90%以上が、2～3 月の漁期開始後の約 2 週間で水揚げされている。産卵を終え

た親魚(ボウコウナゴ)は、たもすくいや船びき網によっても漁獲されていた。 
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〔利用〕 

 釜揚げ、チリメン、クギ煮等に利用されていた。また、産卵を終えたボウコウナゴは

養殖用餌料としても利用されていた。 

 

資源の状態 

 伊勢・三河湾、渥美外海で漁獲されるイカナゴは、これらの海域で再生産を行うひと

つの独立した資源である。資源評価対象であるイカナゴ伊勢・三河湾系群の 1979 年以

降の漁獲量は、1982 年にわずか 699 トンにまで落ち込み、その後増加したが、1,507 ト

ン(2000 年)～28,777 トン(1992 年)の間で大きな変動を繰り返している。2016～2020 年

は禁漁のため漁獲は行われていないが禁漁しても資源の回復は認められず、2018 年以

降は直接的に生存が確認されていない。20 億尾以上の取り残し親魚量一定方策による

生物学的許容漁獲量(ABC)が算定されているが、漁業の現場では漁期中に更新される情

報をもとに DeLury 法による評価を行い終漁日を設定するなど、漁業管理方策に基づい

た管理が実践されていた。資源評価結果は公開の会議で外部有識者を交えて協議された

後に確定されている。資源評価結果は毎年公表されている。 

 

海洋環境と生態系への配慮 

 イカナゴを漁獲する漁業の生態系への影響の把握に必要となる情報、モニタリングの

有無については、伊勢・三河湾では生産力等に関する調査・研究が進められ、イカナゴ

についても環境との関係、種間関係等に関する蓄積がある。海洋環境及び漁業資源に関

する調査が関係県の調査船によって定期的に実施されている。漁業からの情報について

は、漁業種類別魚種別漁獲量等は調査され公表されているが、混獲や漁獲物組成に関す

る情報は十分得られていない。 

同時漁獲種への影響について、船びき網の混獲利用種としたカタクチイワシ、マイワ

シのうちカタクチイワシは資源が懸念される状態であった。混獲非利用種は仔魚が混獲

されるマアナゴとしたが、当該海域での資源は懸念される状態であった。対象海域に分

布する希少種のうち、対象漁業による悪影響が認められた種はいなかった。 

食物網を通じたイカナゴ漁獲の間接影響について、主要な捕食者すべてで資源状態に

懸念はみられなかった。餌生物については、かいあし類を含む動物プランクトンに対す

るイカナゴの捕食圧の影響は明瞭ではなく、影響は小さいと考えられた。競争者につい

ては、マイワシで親魚量が MSY 水準を超え、最近 5 年間で増加傾向、カタクチイワシ

は資源状態が低位・減少と判断されているものの、双方の資源変動とも大規模な環境変

動と同期的と考えられていることから、イカナゴの漁獲によってもたらされる悪影響は

小さいと考えられた。漁業による生態系全体への影響については、評価対象海域で漁獲

される魚介類の総漁獲量及びそれらの漁獲物平均栄養段階は低下傾向にあったが、評価
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対象漁法である船びき網による影響は認められなかった。船びき網は着底漁業ではない

ため、海底への影響はない。 

 

漁業の管理 

愛知県・三重県の船びき網は知事許可漁業であり、漁業調整規則により操業期間の

制限、操業禁止区域の設定等が行われている。さらに資源管理指針において公的規制

を上回る操業期間の制限に取り組むとされている。2016 年以降は資源量の減少にとも

ない自主的に禁漁を行っている。これらのことから当該漁業にはインプット・コント

ロールが導入されている。テクニカル・コントロールとして網の目合い規制があり、

両県漁業者の協議でイカナゴの成長に合わせて自主的に解禁日を決定する措置が執ら

れている。さらに親魚保護を目的として残存資源尾数が 20 億尾を下回ると認められる

日から禁漁にするとされている。資源回復計画、資源管理指針に基づく資源管理計画

では保護区域の設定及び保護休漁の措置に取り組むとされている。 

本系群の生息域をカバーする管理体制が確立し機能している。県当局がそれぞれ複

数の取り締まり船により日常的に漁船漁業の監視・取り締まりを行っており、操業期

間の違反等については水揚げ港等での漁協職員等による監視も可能である。各県漁業

調整規則等に違反した場合、漁業法、各県漁業調整規則の規定により十分な罰則・制

裁が課される。当該漁業について、県の資源管理指針において管理目標、管理施策が

存在し、5 年ごとに計画の成果を評価し計画を見直すこととなっており、順応的管理

の仕組みは部分的に導入されていると考えられる。 

対象となるすべての漁業者は漁業者組織に所属しており、特定できる。両県の関係漁

業者組織は 2016 年以降自主的に禁漁を実施するなど、資源管理に対する影響力は強い。

漁業者、漁業者組織代表は漁業管理に関係する会議への出席等を通して資源の自主的管

理、公的管理に主体的に参画している。資源管理の意思決定を行う各レベルの会合には、

それぞれ学識経験者をはじめ幅広い利害関係者が参画する仕組みが作られており、施策

の意思決定については、資源管理指針に則り、定期的に目標と管理措置の検討、見直し

が協議されている。 

 

地域の持続性 

 本系群は、愛知県・三重県の船びき網で大部分が獲られている。漁業収入はやや低位

で推移し、収益率のトレンドは高く、漁業関係資産のトレンドはやや低かった。経営の

安定性については、収入の安定性、漁獲量の安定性ともにやや低かった。漁業者団体の

財政状況は高かった。操業の安全性は高かった。地域雇用への貢献は高い。労働条件の

公平性については、漁業及び加工業で特段の問題はなかった。買受人は取扱数量の多寡

に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね働いている。取
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引の公平性は確保されている。卸売市場整備計画等により衛生管理が徹底されており、 

仕向けは高級加工品と餌料であるが、前者が多い。先進技術導入と普及指導活動は概ね

行われており、物流システムは整っていた。水産業関係者の所得水準は中程度である。

地域ごとに特色ある漁具漁法が残されており、伝統的な加工技術や料理法がある。 

 

健康と安全・安心 

 イカナゴには、骨の主成分であるカルシウム、血液の構成成分である鉄、各種酵素の

成分となる亜鉛が多く含まれる。脂質には、血栓予防等の効果を有する EPA と脳の発

達促進や認知症予防等の効果を有する DHA が豊富に含まれている。旬は春である。イ

カナゴは鮮度低下が早く、鮮度低下にともない、白く濁り、赤みがかかって腹から傷ん

でくる。また、鮮度低下にともないアレルギー様食中毒の原因成分であるヒスタミンが

生成される場合がある。このため、漁獲した日に調理、加工することが必要である。漁

獲日に釜ゆでして流通する場合が多い。大型のイカナゴは、刺身として食べる場合があ

る。イカナゴにはアニサキス幼虫が寄生していることがある。アニサキスは、死後の時

間経過にともない内臓から筋肉へ移動するため、アニサキス感染防止には、生食では新

鮮な魚を用いること、内臓の生食はしない、冷凍・解凍したものを刺身にする等が有効

である。 
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1．資源の状態 

概要 

対象種の資源生物研究・モニタリング(1.1) 

 イカナゴ伊勢・三河湾系群についての分布・回遊、年齢・成長・寿命、成熟・産卵に

関する知見は、本種の生活史が伊勢・三河湾内及び渥美外海に限られるため比較的多い

(1.1.1 3～4 点)。継続的な科学調査、漁獲・生物データの収集、漁期前後のモニタリン

グは毎年行われている(1.1.2 4～5 点)。定期的に収集される漁獲データに基づき、資源

評価が毎年実施されている(1.1.3 4～5 点)。 

対象種の資源水準と資源動向(1.2) 

 漁獲のあった年は主要水揚げ港で日々漁獲量の把握と漁獲サイズが計測されており、

DeLury 法によって加入資源尾数、漁獲尾数、残存資源尾数が把握されていた。2016 年

からの禁漁後は、漁期前に行う新規加入量調査結果を資源量指標値として用いていた。

資源水準の基準は、1979～2015 年まで突出して多かった 1992 年を除く加入資源尾数の

最大値と最小値間を三等分し、それぞれ高位、中位、低位として判断されてきた。2018

年からは漁期前に行う新規加入量調査で仔稚魚が採集されておらず、2020 年は低位、

動向は便宜的に横ばいと判断した(1.2.1 1 点)。 

対象種に対する漁業の影響評価(1.3) 

 本系群では、漁業管理方策に基づいて ABC が算定されるが、漁業の現場では漁期中

に更新される情報をもとに DeLury 法による評価を行い終漁日を設定するなど、漁業管

理方策に基づいた管理が実践されていた。2018 年以降は直接的に生存が確認されてお

らず資源の水準は低位、動向は便宜的に横ばいとした(1.3.1 1 点)。日本周辺海域に生

息する個体群についての希少性評価によると現状の漁獲圧において資源が枯渇するリ

スクは低かった(1.3.2 5 点)。資源評価の結果を受けて設定される ABC は漁業管理方策

に基づいているが、再生産関係が明瞭でない本系群においては、漁期中に DeLury 法に

よって計算される結果に基づいて終漁日を判断する方策が実効的である。一方、現代の

環境変化にともなう夏眠魚の減少等は漁獲以上の影響を及ぼしていることが危惧され

る(1.3.3 3～5 点)。 

 

評価範囲 

① 評価対象魚種の漁業と海域 

2020 年の「我が国周辺水域の漁業資源評価」によれば、分布域のうち伊勢・三河湾、
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瀬戸内海東部、宗谷海峡の 3 海域で資源評価が行われているが、宗谷海峡はイカナゴ属

3種を含むいかなご類としての資源評価である。伊勢・三河湾系群におけるイカナゴは、

主に稚幼魚が船びき網漁業に、産卵を終えた親魚(ボウコウナゴ)がたもすくいや船びき

網によって漁獲されていた。船びき網の漁場は、伊勢湾・三河湾全域及び渥美外海に形

成される(船越 1991)。対象海域は伊勢・三河湾の属する太平洋中区とする。 

② 評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 

 漁獲統計は農林水産省により毎年集計され、漁業養殖業生産統計年報として公表され

ている。愛知県及び三重県の主要水揚げ港では、漁期中は日々水揚げ量と漁獲物のサイ

ズが計測、収集されている。 

③ 評価対象魚種の資源評価資料の収集 

 水産庁の水産資源調査・評価推進委託事業の一環として、国立研究開発法人水産研究・

教育機構が都府県の水産試験研究機関等と共同して実施した調査結果をもとに資源評

価が実施され、その結果の報告は「我が国周辺水域の漁業資源評価」として公表されて

いる。 

④ 評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 

 評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収集

する。 

⑤ 評価対象魚種の生理生態に関する情報の集約 

 評価対象魚種について行われている、生理生態研究に関する論文・報告書を収集する。 

 

⑥ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無 

 当該海域では、本系群の種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 
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1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング 

1.1.1 生物学的情報の把握 

 資源の管理や調査を実行するためには生活史や生態など、対象魚種の生物に関する基

本的情報が不可欠である(田中 1998)。対象魚種の資源状況を 1.2 以降で評価するために

必要な、生理生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.4 の 4 項目につ

いて評価する。評価対象となる情報は、① 分布と回遊、② 年齢・成長・寿命、③ 成

熟と産卵の各項目とする。種苗放流を実施している魚種については、④ 種苗放流に必

要な基礎情報も対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。 

1.1.1.1 分布と回遊 

 イカナゴは沖縄県を除く日本各地、朝鮮半島、遼東半島、山東半島の沿岸に分布する。

浮遊仔稚幼魚期が数ヶ月に及ぶものの、夜間に海底の基質中に潜ることや夏眠といった

行動習性をもつため、生息場所は底質が砂や砂礫からなる海域に限られる。そのため回

遊範囲は比較的狭いと考えられている。伊勢・三河湾、渥美外海で漁獲されるイカナゴ

は、これらの海域で再生産を行うひとつの独立した資源である(船越 1991)。内湾で成長

しながら過ごした稚幼魚は湾奥から湾口へ移動し、成長とともに分布水深は次第に深く

なる。イカナゴは夏季に水温が高くなると潜砂し、ほとんど活動しない夏眠と呼ばれる

状態となる。伊勢湾では通常、水温が 18℃以上になる 6 月ごろからイカナゴの夏眠が

始まり、12 月～翌年 1 月の産卵期まで続く。夏眠場所は、水深 20m 前後で底質の粒径

が 1～2mm の粗砂の海域に形成される。貧酸素水塊の発生や粒径の小さい砂泥の被覆等

のため、現在では湾内には夏眠に適した場所はほとんどなく、伊勢湾口域から渥美外海

に限られている(船越 1991)。本種は夏眠中ほとんど摂餌しないが、夏眠後半の 11 月ご

ろから急速に性成熟が進行する。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
利用でき

る情報は

ない 

生活史の一部の

ステージにおい

て、把握され、

十分ではない

が、いくつかの

情報が利用でき

る 

生活史のほぼ

全てのステー

ジにおいて把

握され、資源

評価に必要な

最低限の情報

がある 

生活史の一部のス

テージにおいて、

環境要因による変

化なども含め詳細

に把握され、精度

の高い情報が利用

できる 

生活史のほぼ全て

のステージにおい

て、環境要因など

による変化も詳細

に含め把握され、

精度の高い十分な

情報が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 

 孵化直後の仔魚は体長が約 4mm である。伊勢湾口付近で孵化した後の浮遊仔魚は、

潮流に乗って拡散され、一部が湾内に輸送される。例年 3 月には体長が 35mm に達し、

漁獲加入する。成長速度はふ化後 1 ヵ月までは 0.23mm/日(山田 1998)、それ以降は年に

よって変動するが0.4～0.7mm/日と推定されている(糸川 1976)。6月に入ると体長約8cm
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以上(平均 10～11cm)となり夏眠が始まるため、漁獲は夏眠前の個体に限られる。橋本

(1991)によると、満 1 歳で体長約 9cm、満 2 歳で 11cm であり、寿命は 2～3 年と考えら

れている。雌雄による体長の差異はほとんどない。0 歳時の夏眠中にほとんどの個体で

生殖腺が発達し、12 月～翌年 1 月に産卵する。成熟年齢は 1 歳である。以上より 4 点

を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
利用でき

る情報は

ない 

対象海域以外な

ど十分ではない

が、いくつかの

情報が利用でき

る 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.3 成熟と産卵 

 1 産卵期間中に雌 1 個体が生み出す卵の数は、1 歳魚(平均体長 96.5mm)で平均 6,252

粒、2 歳魚(平均体長 121.2mm)で平均 12,697 粒である(糸川 1977)。産卵期は 12 月～翌

年 1 月で、水温 12～16℃で産卵が行われる(糸川 1978)。伊勢湾の湾口部付近から渥美

外海の礫砂の海底で産卵する。卵は淡黄色の球形で、直径 0.7～1.0 mm の付着沈性卵で

ある。孵化に要する日数は水温によって変化するが、伊勢・三河湾の標準的な冬季の水

温では約 10 日である。性比は 1 対 1 である。産卵群の年齢組成は、年によって大きく

異なり、満 1 歳が 90%以上を占める年が多いものの、満 2 歳が主となる年もある(冨山

ほか 1999)。2006 年度より夏眠魚の耳石を用いた年齢査定が行われており、1 歳と 2 歳

以上の割合は年によって変動している。なお、1 歳魚より 2 歳魚の方が、産卵の時期が

早いと報告されている(船越 1991)。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用で

きる情

報はな

い 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域において

ほぼ把握され、精

度の高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.4 種苗放流に必要な基礎情報 

 当該海域では、本系群の種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

把握されて

いない 

データはある

が分析されて

いない 

適正放流数、放流

適地、放流サイズ

等の利用できる情

報があり分析が進

められている 

適正放流数、放

流適地、放流サ

イズは経験的に

把握されている 

適正放流数、放流

適地、放流サイズ

は調査・研究によ

って把握されてい

る 
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1.1.2 モニタリングの実施体制 

 資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査によって、対象魚種の把握並び

に資源管理の実施に必要な多数の有益な情報を得ることができる。モニタリング体制と

しての項目並びに期間について、1.1.2.1～1.1.2.6 の 6 項目において資源評価の実施に必

要な情報が整備されているかを評価する。評価対象となる情報は、① 科学的調査、② 

漁獲量の把握、③ 漁獲実態調査、④ 水揚物の生物調査、である。種苗放流を実施して

いる魚種については、⑤ 種苗放流実績の把握、⑥天然魚と人工種苗の識別状況、につ

いても対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。ここでい

う期間の長短とは、動向判断に必要な 5 年間または、3 世代時間(IUCN 2019)を目安とす

る。 

1.1.2.1 科学的調査 

 伊勢・三河湾内では、解禁直前に伊勢・三河湾内で 12 月〜翌年 2 月に行う新規加入

量調査(1992 年～)、解禁後に伊勢・三河湾内の主要水揚げ港で日々水揚げ量、体長測定

を行う生物情報収集調査(1979 年〜)、漁期終盤と漁期終了後に夏眠場所で行う夏眠魚分

布密度等を把握する漁場一斉調査、及び生物情報収集調査(1979 年〜)が愛知県・三重県、

水産研究・教育機構(以下、水産機構) 水産資源研究所により実施されており、資源状態

に関する項目の一部について経年変化が把握できる(山本ほか 2021)。以上より 4 点を

配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

資源評価に必要

な短期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な短期間の十分

な情報が利用で

きる 

資源評価に必要

な長期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な長期間の十分

な情報が利用で

きる 

 

1.1.2.2 漁獲量の把握 

 農林水産統計及び愛知県・三重県による水揚げ量集計により、1979 年以降の漁獲量

が把握されている(図 1.1.2.2)。農林水産統計から 1974 年に 2.7 万トン台であった年間漁

獲量はその後大きく減少し、1982 年にはわずか 699 トンにまで落ち込んだ。1983 年以

降は再び増加したが、その後は 1,507 トン(2000 年)～28,777 トン(1992 年)の間で大きな

変動を繰り返している。2016～2020 年は禁漁のため漁獲は行われていない(山本ほか 

2021)。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲量

は不明

である 

一部の漁獲量

が短期間把握

できている 

一部の漁獲量が長期間把握

できているが、総漁獲量に

ついては把握できていない 

総漁獲量が短

期間把握でき

ている 

総漁獲量が長期

間把握できてい

る 
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図 1.1.2.2 イカナゴ伊勢・三河湾系群の県別漁獲量 

 

1.1.2.3 漁獲実態調査 

 伊勢・三河湾の主要漁業であるイカナゴ船びき網は、漁期前調査によって解禁日が、

漁期中の市場調査によって終漁日が設定される。漁獲努力量の指標として、県別出漁日

数を図 1.1.2.3 に示す。県別出漁日数は資源状態や流通状況に応じて各年で調整される

ため、4 日(2009 年)～80 日(1992 年、三重県)の間で変動している。2016～2020 年は禁漁

のため出漁していない(山本ほか 2021)。以上より 5 点を配点する。 

 

図1.1.2.3 三重県・愛知県の出漁日数 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

分布域の一部

について短期

間の情報が利

用できる 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 
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1.1.2.4 水揚物の生物調査 

 主要な水揚げ港で、日別の体長・体重データ収集のための調査が愛知県・三重県によ

り、1979 年以降実施されている(山本ほか 2021)。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.5 種苗放流実績の把握 

 当該海域では、本系群の種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流実績等

の記録はほ

とんどない 

. 一部の項目、地

域、時期につい

ては、放流実績

等が記録されて

いない 

親魚の由来、親魚

数、放流数、放流

サイズ、放流場所

の大部分は継続的

に記録されている 

対象資源について、親魚

の由来、親魚数、放流

数、放流サイズ、放流場

所が全て把握され継続的

に記録されている 

 

1.1.2.6 天然魚と人工種苗の識別状況 

 当該海域では、本系群の種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

天然魚と放流魚

の識別が出来な

い状態である 

. 標識等により人工種苗と

天然種苗の識別が可能で

ある 

. 標識等により人工種苗の

放流履歴（年、場所等）

まで把握可能である 

 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 

 資源評価は、漁業が与える影響により漁獲生物資源がどのように変化したかを把握し、

また、将来の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析すること

であり、資源(漁業)管理のための情報として非常に重要である(松宮 1996)。資源評価方

法、資源評価結果の客観性を 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2 項目で評価する。 

1.1.3.1 資源評価の方法 

 漁獲があった年は DeLury 法に基づいて親魚量評価を実施し、取り残し親魚量一定方

策による漁業管理が実施されていた。2016 年に禁漁が行われるようになって以降は、

新規加入量調査結果に基づき資源量指数等の推移を把握し、漁場一斉調査及び生物情報

収集調査結果も現在の資源状態の判断材料としている(山本ほか 2021)。以上より評価

手法②により判定し、4 点を配点する。 
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評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① . . . 単純な現存量推

定の経年変化に

より評価 

努力量情報を加

えるなど詳細に

解析した現存量

推定の経年変化

により評価 

② . . 単純なCPUEの

経年変化によ

り評価 

標準化を行うな

ど詳細に解析し

たCPUEの経年変

化により評価 

. 

③ . 一部の水揚げ地の

漁獲量経年変化の

みから評価また

は、限定的な情報

に基づく評価 

漁獲量全体の

経年変化から

評価または、

限定的な情報

に基づく評価 

. . 

④ . . . 分布域の一部で

の調査に基づき

資源評価が実施

されている 

分布域全体での

調査に基づき資

源評価が実施さ

れている 

⑤ 資源評価無 . . . . 

 

1.1.3.2 資源評価の客観性 

 水産庁の水産資源調査・評価推進委託事業の参画機関である、水産機構及び都道府県

の水産試験研究機関等には解析及びデータを資源評価検討の場であるブロック資源評

価会議前に公開している。資源評価の翌年度までにデータを含め、水産庁のホームペー

ジにて公開している。報告書作成過程では、複数の有識者による助言協力を仰ぎ、有識

者の意見にそった修正がブロックの資源評価会議でなされる。本系群は 7 月下旬に開催

される中央ブロック資源評価会議でその資源評価案が議論される。資源評価への関心が

高まっていることを踏まえ、本会議は公開し一般傍聴を受け付けている。データや検討

の場が公開されており、資源評価手法並びに結果については外部査読が行われている。

以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

データや検討の場

が非公開であり、

報告書等の査読も

行われていない 

. データや検討の場が条件付

き公開であり、資源評価手

法並びに結果については内

部査読が行われている 

. データや検討の場が公開

されており、資源評価手

法並びに結果については

外部査読が行われている 

 

1.1.4 種苗放流効果 

 当該海域では、本系群の種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 
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1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1 対象種の資源水準と資源動向 

 資源量指標値には、漁期直前に愛知・三重両県が行った新規加入量調査結果を用いた

(図 1.2.1)。DeLury 法によって推定された加入資源尾数は、14 億尾(1982 年)～1,028 億尾

(1992 年)の間で 70 倍以上の変動幅を示しているが、禁漁が始まる前年の 2015 年は 89

億尾と低い水準であった。加えて、資源量指標値は 2015～2017 年に減少し続けており、

2018〜2020 年は新規加入量調査で仔稚魚が採集されなかったために計算不可能となっ

た。2020 年の新規加入量調査で仔稚魚が採集されなかったことから、資源の水準は低

位、動向は不明であるが便宜上横ばいと判断した(山本ほか 2021)。以上より評価手法②

により 1 点を配点する。 

図1.2.1 資源量指標値の推移：愛知・三重両県が行った新規加入量調査結果(2月上旬の伊勢湾

内におけるイカナゴ仔稚魚の平均分布密度の対数値)の推移 

 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 限界管理基準値

以下 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・減少 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・横ばい 

目標管理基準

値～限界管理

基準値・増加 

目標管理基

準値以上 

② 低位・減少 

低位・横ばい 

判定不能、不明 

低位・増加 

中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 

中位・増加 

高位・増加 

高位・横ば

い 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 

 資源水準は低位、動向は横ばいであり、漁獲は行われていない(山本ほか 2021)。以上

より評価手法⑤により判定し、1 点を配点する。 
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評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① SBcur ≦ SBtarget 
Fcur ＞ Fmsy 

. SBcur ＞ SBtarget 
Fcur ＞ Fmsy または 
SBcur ≦ SBtarget 
Fcur ≦ Fmsy 

. SBcur ＞ SBtarget 
Fcur ≦ Fmsy 

② Bcur ≦ Blimit 
Fcur ＞ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 
Fcur ＞ Flimit または 
Bcur ≦ Blimit 
Fcur ≦ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 
Fcur ≦ Flimit 

③ Ccur ＞ ABC . . Ccur ≦ ABC . 

④ 漁業の影響が大きい . 漁業の影響が小さい . . 

⑤ 不明、判定不能 . . . . 

 

1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 

 日本周辺海域に生息する個体群に関する希少性評価結果から 10 年以内の絶滅確率は、

資源に密度効果がない場合は 4.05×10-12 であった。なお、資源の密度効果がある場合の

10 年以内の絶滅確率は最尤推定できず計算不可能であった(水産庁 2017)。現状の漁獲

圧において資源が枯渇するリスクは低いと考えられた。以上より評価手法①により判定

し、5 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

. 資源枯渇リス

クが中程度と

判断される 

. 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 

②③ 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

資源枯渇リス

クが中程度と

判断される 

. 資源枯渇リスク

が低いと判断さ

れる 

. 

④ 判定していない . . . . 

 

1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 

 資源評価は、それ自体が最終的な目的ではなく、資源管理、漁業管理のための情報を

増大させる一環として位置づけられる(松宮 1996)。漁業管理方策策定における資源評

価結果の反映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 

 ABC は漁業管理方策によって算定されるが再生産関係が明瞭でない本系群において

は、不確実性をともなう。漁業の現場では、漁期中に更新される情報をもとに DeLury

法による評価を行い、終漁日を設定するなど、漁業管理方策に基づいた管理が実践され

ている(山本ほか 2021)。以上より 5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲制御

規則はな

い 

漁獲制御規則が

あるが、漁業管

理には反映され

ていない 

. 漁獲制御規則が

あり、その一部

は漁業管理に反

映されている 

漁獲制御規則があり、漁業管理

に十分反映されている。若しく

は資源状態が良好なため管理方

策は管理に反映されていない 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 

 我が国の資源管理のための漁業管理規則(harvest control rule)では、管理基準設定に際

し不確実性を考慮した管理基準が設定されている。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

予防的措置が考

慮されていない 

予防的措置は考慮

されているが、漁

業管理には反映さ

れていない 

. 予防的措置は考慮

されており、その

一部は漁業管理に

十反映されている 

予防的措置が考

慮されており、

漁業管理に十分

反映されている 

 

1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 

 伊勢・三河湾の資源減少は、夏眠中に起こる減耗が一因となっている。夏眠魚の減耗

要因として、高水温(山田 2011, 中村ほか 2017)や捕食魚による被食(鵜嵜ほか 2015, 中

村ほか 2017)、夏シラスの資源量が少ないことによる捕食魚による被食圧の相対的な増

大(中村ほか 2017)等が指摘されているが、現在のところ資源評価と漁業管理に対して

考慮されていない。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

環境変化の影

響について

は、調べられ

ていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

れていない 

環境変化の影響

が把握されてい

るが、現在は考

慮されていない 

環境変化の影

響が把握さ

れ、一応考慮

されている 

環境変化の影響

が把握され、十

分に考慮されて

いる 

 

1.3.3.4 漁業管理方策の策定 

 2006 年に資源回復計画の対象魚種に指定されたことにともなって、産卵親魚を確保

するために 20 億尾以上のイカナゴを残存させるための漁獲努力量削減措置が実施され

ている(水産庁 2006)。資源回復計画は 2011 年度で終了したが、同計画で実施されてい

た措置は、2012 年度以降、資源管理指針・計画のもと、継続して実施されている(たと

えば愛知県 2017)。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

外部専門家や利害関係者の意

見は全く取り入れられていな

い、または、資源評価結果は

漁業管理へ反映されていない 

. 内部関係者

の検討によ

り、策定さ

れている 

外部専門家

を含めた検

討の場があ

る 

外部専門家や利

害関係者を含め

た検討の場が機

能している 
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1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU 漁業などの考慮 

 外国船、IUU 漁業による漁獲はなく、遊漁は無視できる範囲と考えられる。以上より

5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

遊漁、外国

漁船、IUUな

どの漁獲の

影響は考慮

されていな

い 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業

による漁獲を

考慮した漁業

管理方策の提

案に向けた努

力がなされて

いる 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業によ

る漁獲を考慮す

る必要があり、

一部に考慮した

漁業管理方策の

提案がなされて

いる 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を殆ど考慮する

必要がないか、も

しくは十分に考慮

した漁業管理方策

の提案がなされて

いる 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を考慮する必要

がないか、もしく

は完全に考慮した

漁業管理方策の提

案がなされている 
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2．海洋環境と生態系への配慮 

概要 

操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング(2.1) 

 伊勢・三河湾は重要な漁場であることから生産力等に関する調査・研究が進められ、

イカナゴについても環境との関係、種間関係等に関する情報の蓄積がある(2.1.1 4点)。

海洋環境及び漁業資源に関する調査が関係県の調査船によって定期的に実施されてい

る(2.1.2 4 点)。漁業からの情報については、漁業種類別魚種別漁獲量等は調査され

公表されているが、混獲や漁獲物組成に関する情報は十分得られていない(2.1.3 3点)。 

同時漁獲種(2.2) 

船びき網漁業の混獲利用種としたカタクチイワシ、マイワシのうちカタクチイワシは、

イカナゴ操業での混獲量は不明であるが資源が懸念される状態であった(2.2.1 4点)。

混獲非利用種は仔魚が混獲されるマアナゴとしたが、当該海域での資源は懸念される状

態であった(2.2.2 3 点)。対象海域に分布する希少種のうち、対象漁業による悪影響

が認められた種はいなかった(2.2.3 4 点)。 

生態系・環境(2.3) 

食物網を通じたイカナゴ漁獲の間接影響について、主要な捕食者の資源状態に懸念は

ないと考えられる(2.3.1.1 4 点)。主要な餌生物であるかいあし類を含む動物プラン

クトンの生物量とイカナゴの資源量の長期的な関係性は明瞭ではなく、近年のイカナゴ

資源は低迷を続けていることから、イカナゴの捕食による影響は小さいとみられる

(2.3.1.2 4 点)。競争者とみられるマイワシとカタクチイワシの資源量変動は大規模

な環境変動と同期的であることから、イカナゴの漁獲が与える影響は小さいと考えられ

た(2.3.1.3 4 点)。漁業による生態系全体への影響については、評価対象海域で漁獲

される魚介類の総漁獲量及びそれらの漁獲物平均栄養段階(MTLc)は低下傾向にあった

が、評価対象漁法である船びき網の影響は認められなかった(2.3.2 4 点)。船びき網

は着底漁具ではないため、海底への影響はない(2.3.4 5 点)。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

イカナゴ伊勢・三河湾系群については、愛知・三重両県の漁業者による協議に基づき、

2016 年以来、自主的な禁漁が続いている(山本ほか 2021)。禁漁前の 2015 年は、農林

水産統計(市町村別結果からの積算集計)によれば、愛知・三重両県の合計漁獲量 4,165
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トンはすべて船びき網による(100%)。よって、評価対象漁業は船びき網とする。 

② 評価対象海域の特定 

本系群の分布域は主に伊勢、三河湾である(山本ほか 2021)。このため評価対象海域

は伊勢・三河湾とする。 

③ 評価対象漁業と生態系に関する情報の集約と記述 

1) 漁具、漁法 

漁船 2 隻が平行に並んでひとつの網を曳き、表中層にいるイカナゴ、イワシ、しらす

等を漁獲する。網はひき綱、袖網、袋網合わせて長さ 450m 程度になる(愛知県 2019)。

ひき網速度は 5～6 ノット(名古屋海上保安部 2012)。 

2) 船サイズ、操業隻数、総努力量 

○愛知県：いわし・いかなご船びき網(通称ぱっち網)は 20 トン未満、いかなご船びき

網(通称船びき網)は 15 トン未満。 

○三重県：いかなご船びき網、いわし・いかなご船びき網、伊勢湾口いかなご船びき網

(以上通称船びき網)は 3 トン以上 10 トン未満、伊勢湾口いわし・いかなご船びき網、

親いかなご船びき網、船びき網(以上通称ばっち網)は 10 トン以上 20 トン未満である

(水産庁 2006)。 

 2018 年漁業センサスによれば(農林水産省 2019)、船びき網(ぱっち網､ばっち網を含

む)の経営体数は愛知県 129 ヶ統、三重県 104 ヶ統である。総努力量は不明。 

3) 主要魚種の年間漁獲量 

2018 年農林水産統計による愛知県、及び三重県の伊勢・三河湾に面した市町村(鳥羽

市以北)での漁獲量上位の魚種は以下に示すとおりである。 

魚種名 漁獲量(トン) 率(%) 

マイワシ  49,116 47.7 

カタクチイワシ   9,782 9.5 

しらす  7,568 7.4 

その他の海藻類   6,712 6.5 

その他の貝類   6,347 6.2 

アサリ 2,747 2.7 

その他のえび類  1,291 1.3 

さば類 1,112 1.1 

湾内計 102,944 
 

いわし類が上位で、以下貝類、海藻類等が並ぶがその中身は不明である。イカナゴは

2016 年以降禁漁が続いているため漁獲はない。 

4) 操業範囲：対象海域における操業範囲、水深範囲 

○愛知県：伊勢湾、三河湾、渥美外海 

○三重県：伊勢湾内、伊勢湾外、及び親いかなご船びき網は神島共同漁業権内をそれ
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ぞれ操業区域としているが(水産庁 2006)、② に示したとおり主漁場は伊勢・三

河湾である。 

5) 操業の時空間分布 

○愛知県のイカナゴ 

11 月 1 日～翌年 6 月 20 日(いかなご船びき網 127kw 超の内湾操業は、2 月 1 日～5

月 31 日) 

○三重県のイカナゴ 

・いかなご船びき網、いわし・いかなご船びき網：1 月 1 日～5 月 31 日 

・伊勢湾口いかなご船びき網、伊勢湾口いわし・いかなご船びき網：1 月 10 日～5

月 31 日 

・親いかなご船びき網：1 月 1 日～4 月 30 日 

・船びき網(ばっち網)：周年 

許可期間は、上のとおりである(水産庁 2006)。イカナゴの最盛期は 3～5 月。イワ

シは周年で最盛期は 7～10 月とされる(名古屋海上保安部 2012)。 

 

6) 同時漁獲種 

イカナゴの禁漁前の 2015 年の農林水産統計では、船びき網による主要な漁獲物は以

下のとおりである。 

 魚種名 愛知 三重 合計 率(％) 

マイワシ 9,862 6,705 16,567 25.1 

カタクチイワシ 14,828 16,046 30,874 46.9 

しらす 11,445 1,811 13,256 20.1 

イカナゴ 2,247 1,918 4,165 6.3 

愛知・三重総計 39,209 26,675 65,884  

③ 5)に示したとおりイカナゴの主漁期とイワシの主漁期はずれている(名古屋海上

保安部 2012)。 

混獲非利用種 

マアナゴの仔魚(のれそれ)が混獲され、一部は水揚げされているが(横内ほか 2021)、

ここでは非利用種として扱う。船びき網では冬季にサヨリも漁獲されるが(三重県漁業

協同組合連合会 2021, 愛知県 2019)、2015 年の農林水産統計では船びき網での「その

他の魚類(サヨリが含まれる)」は両県合計で 260 トン(0.4%)と僅少であるため無視でき

よう。 

7) 希少種 

環境省レッドデータブックを根拠とした。環境省による 2020 年レッドデータブック

掲載種の中で(環境省 2020)、生息環境が評価対象海域と重複する動物は以下のとおり

である。 
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爬虫類 

アカウミガメ(EN) 

鳥類 

アカアシシギ(VU)、ツルシギ(VU)、カラフトアオアシシギ(CR)、クロツラヘラ

サギ(EN)、シロチドリ(VU)、ズグロカモメ(VU)、ヘラシギ(CR)、ホウロクシギ

(VU)、オオアジサシ(VU)、コアジサシ(VU)、ヒメウ(EN) 

 

④ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無 

 当該海域では、本系群の種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

 

  



 
 

22

2.1 操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング 

2.1.1 基盤情報の蓄積 

評価対象水域である伊勢・三河湾については重要な漁場であることから生産力等に関

する調査・研究が進められ(愛知県水産試験場漁業生産研究所ほか 2000 等)、イカナゴ

については加入量と環境の関係(山田 2011)、種間関係(鵜嵜ほか 2015)等に関する研

究の蓄積がある。したがって 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

 部分的だが利

用できる情報

がある 

リスクベース評価

を実施できる情報

がある 

現場観測による時系列データや生

態系モデルに基づく評価を実施で

きるだけの情報が揃っている 

 

2.1.2 科学調査の実施 

当該海域では生態系モデリングに関する研究は未着手であるが、海洋環境及び漁業資

源に関する調査が愛知県・三重県の調査船によって定期的に実施され水温、塩分等の海

洋環境の変動が把握されている(愛知県 2021a, 三重県 2021)。したがって 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

科学調査は

実施されて

いない 

 海洋環境や生態系につい

て部分的・不定期的に調

査が実施されている 

海洋環境や生態系に

関する一通りの調査

が定期的に実施され

ている 

海洋環境モニタリン

グや生態系モデリン

グに応用可能な調査

が継続されている 

 

2.1.3 漁業活動を通じたモニタリング 

統計法に則り行政機関により県別・漁業種類別・魚種別漁獲量等は調査され公表され

ているが、混獲や漁獲物組成に関する情報は十分得られていないため 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業活動か

ら情報は収

集されてい

ない 

 混獲や漁獲物組成

等について部分的

な情報を収集可能

である 

混獲や漁獲物組成等

に関して代表性のあ

る一通りの情報を収

集可能である 

漁業を通じて海洋環境や生

態系の状態をモニタリング

できる体制があり、順応的

管理に応用可能である 

 

2.2 同時漁獲種 

2.2.1 混獲利用種 

船びき網の混獲種利用については、③ 6)に示したとおり、イカナゴと主漁期はずれ

るもののカタクチイワシ、マイワシとして CA 評価を行った。 
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評価対象漁業 船びき網 

評価対象海域 伊勢・三河湾 

評価対象魚種 マイワシ、カタクチイワシ 

評価項目番号 2.2.1 

評価項目 混獲利用種への影響 

評価対象要素 資源量 4 

  再生産能力   

  年齢・サイズ組成   

  分布域   

  その他      

評価根拠概要 マイワシの親魚量はSBmsyを達成し、動向は増加にあるものの、環境変動による

影響が強いと考えられ、イカナゴの漁獲に影響を受けているとは考えにくい。ま

た、カタクチイワシは低位・減少傾向にあり、イカナゴとの競争関係は検出され

ない。以上から、4点とする。 

評価根拠詳細 マイワシ(太平洋系群)とカタクチイワシ(太平洋系群)では資源評価が実施されてお

り、その結果は以下のとおりである。 
 
・マイワシ太平洋系群：資源量指標値と1976年以降の年齢別漁獲尾数を用いたチ

ューニングVPAにより資源量推定を行った結果、2019年親魚量は最大持続生産量

(MSY)を達成できる親魚量水準(SBmsy)を上回っており、親魚量の動向は最近5年
(2015〜2019年)の推移から増加と判断された(古市ほか 2021)。また、2019年の漁

獲圧はMSYを実現する漁獲圧と同程度となっている。なお、SBmsyは令和2年3月
に開催された「管理基準値等に関する研究機関会議」において提案された再生産

関係に基づいて計算された値である。 
・カタクチイワシ太平洋系群：北海道区太平洋側、太平洋北区〜南区における

1978年以降の年齢別漁獲尾数に基づくコホート解析により推定した親魚量から、

2019年現在の資源水準は低位、資源動向は減少と判断された。現状の漁獲圧が続

いた場合、2026年の資源量と親魚量は、いずれも大幅に減少すると予測されてい

る(木下ほか 2021)。 
 
以上のとおり、マイワシ太平洋系群の資源状態は親魚量がSBmsyを超え、最近5年
間の動向は増加傾向であり、資源量の増加傾向は2010年代以降から続いている(古
市ほか 2021)。しかし、本系群の資源変動は数十年スケールの地球規模の大気海

洋生態系構造の転換(レジームシフト)と関係することが知られており(Kawasaki 
1992, Klyashtorin 1998, Chavez et al. 2003)、イカナゴの動向が与える影響は極めて

限定的と考えられる。カタクチイワシ太平洋系群については資源状態が低位・減

少であり、イカナゴ同様に資源が低迷していることから、餌を巡る競争関係が明

瞭とはいいがたい。また、カタクチイワシの資源変動についても環境変動による

影響等が指摘されている(Takasuka et al. 2008, 木下ほか 2021)。以上から、イカナ

ゴの漁獲によって競争者が受ける悪影響は検出されないと考え、4点を配点する。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が多く

含まれる 

混獲利用種の中に混獲に

よる資源への悪影響が懸

念される種が少数含まれ

る。CAやPSAにおいて悪影

響のリスクは総合的に低

いが、悪影響が懸念され

る種が少数含まれる 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が含ま

れない 

個別資源評価に基

づき、混獲利用種

の資源状態は良好

であり、混獲利用

種は不可逆的な悪

影響を受けていな

いと判断される 
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2.2.2 混獲非利用種 

船びき網の全漁獲量に対する混獲量は不明であるが、マアナゴ仔魚のレプトケファル

ス(のれそれ)を混獲非利用種として CA 評価を行った。 

評価対象漁業 船びき網 

評価対象海域 伊勢・三河湾 

評価対象魚種 マアナゴ 

評価項目番号 2.2.2 

評価項目 混獲非用種への影響 

評価対象要素 資源量 3 

  再生産能力   

  年齢・サイズ組成   

  分布域   

  その他      

評価根拠概要 マアナゴは伊勢・三河湾だけで再生産している系群ではないが、当該海域での資源

は懸念される状態であることから3点とする。 

評価根拠詳細 マアナゴ(伊勢･三河湾)は資源評価が行われており、その結果は以下のとおりであ

る。 

・マアナゴ伊勢・三河湾：1989年以降の小型底びき網漁業(以下、小底)のCPUEの経

年変化から資源の水準は低位、動向は減少と判断された(横内ほか 2021)。 

 

マアナゴ伊勢・三河湾は、外海から来遊したレプトケファルス(のれそれ)が湾内で

着底して成長し漁獲される群であり、のれそれの来遊量が多いとその年級に由来す

る伊勢・三河湾での資源量が多くなる傾向がある(横内ほか 2021)。したがって我

が国周辺のマアナゴ全体の資源状態に伊勢・三河湾での船びき網の混獲がどの程度

関与しているかはまったく不明であるが、資源状態が懸念される状態であることを

受け3点とする。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

混獲非利用種の中に

資源状態が悪い種が

多数含まれる。PSA

において悪影響のリ

スクが総合的に高

く、悪影響が懸念さ

れる種が含まれる 

混獲非利用種の中に資

源状態が悪い種が少数

含まれる。PSAにおい

て悪影響のリスクは総

合的に低いが、悪影響

が懸念される種が少数

含まれる 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種は含まれない。

PSAにおいて悪影響

のリスクは低く、

悪影響が懸念され

る種は含まれない 

混獲非利用種の

個別資源評価に

より、混獲種は

資源に悪影響を

及ぼさない持続

可能レベルにあ

ると判断できる 

 

2.2.3 希少種 

環境省が指定した絶滅危惧種のうち、評価対象水域と分布域が重複する種は、アカウ

ミガメ、ツルシギ、アカアシシギ、カラフトアオアシシギ、クロツラヘラサギ、シロチ

ドリ、ズグロカモメ、ヘラシギ、ホウロクシギ、オオアジサシ、コアジサシ、ヒメウで

ある。これら生物について PSA でリスク評価したものが表 2.2.3a、その根拠となる生物

特性等をまとめたものが表 2.2.3b である。全体として悪影響の懸念は小さいと考えられ

ることから 4 点とする。 
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表2.2.3a 希少種のPSA評価結果 

 
 

表2.2.3b 希少種の生産性に関する生物特性値 

種名 成熟開始

年齢(年) 
最大年齢

(年) 
抱卵

数 
最大体

長(cm) 
成熟体

長(cm) 
栄養段

階TL 
出典 

アカウミガメ 35 70～80 400 110 80 4 岡本ほか(2019), 石原
(2012), Seminoff (2004) 

ツルシギ <5 7-11, 8-11* <100 32 <32 3.25> 愛知県 (2021b) 
アカアシシギ ＜5 ＜5 <100 29 <29 3.85 浜口ほか (1985), Del 

Hoyo et al. (1996), 
Whitehouse & Aydin 
(2016), Fransson et al. 
(2010) 

カラフトアオア

シシギ 

＜5 7-11, 8-
11* 

<100 30 <30 3.25> 愛知県 (2021c) 

クロツラヘラサ

ギ 

＜5 11 <100 77 <77 3.25> 愛知県 (2021d) 

シロチドリ ＜5 9 <100 17 <17 3.25> 愛知県 (2021e) 
ズグロカモメ ＜5 2-7, 8-6 <100 32 <32 3.9 BLI** (2018) 

ヘラシギ ＜5 3 <100 15 <15 3.25> 愛知県 (2021f) 
ホウロクシギ ＜5 20-3,11-1 <100 66 <66 3.25> 愛知県 (2021g) 
オオアジサシ 3 21 1.5 53 43 4.2 浜口ほか (1985), Milessi 

et al (2010) 
コアジサシ ＜5 21-10, 

19-11 
<100 24 <24 3.25> 浜口ほか (1985), 

Hobson et al. (1994), 
Clapp et al (1982) 

ヒメウ 3 18 3 73 63 4.2 浜口ほか (1985), 
Hobson et al. (1994), 
Clapp et al. (1982) 

ニホンウナギ 10 10 100～
300万 

129 66～79 3.6 愛知県 (2021h) 

ヒメクロウミツ

バメ 

2 6 1 20 19 3.6 浜口ほか (1985), 
Klimkiewicz et al (1983) 

セグロミズナギ

ドリ 

3 
 

5 33 64 3.6> 浜口ほか (1985) 

アホウドリ 6 25> 1 94 84 4> 長谷川 (1998) 
コアホウドリ 8 55 1 81 79 4> 浜口ほか (1985), Gales 

(1993) 
アオウミガメ 20-50 70～80 400 100 92 2.1 岡本ほか (2019), 石原

(2012) 

* 同属近縁のアオアシシギ,   ** BirdLife International 

評価対象生物 P（生産性，Productivity）スコア S（感受性，Susceptibiliity）スコア PSA評価結果

採点項目 標準和名
脊椎動物or

無脊椎動物

成
熟

開
始

年

齢

最
高

年
齢

抱
卵

数

最
大

体
長

成
熟

体
長

繁
殖

戦
略

栄
養

段
階

密
度

依
存

性

P
ス
コ
ア
総

合

点

（算
術

平
均

）

水
平

分
布

重

複
度

鉛
直

分
布

重

複
度

漁
具

の
選

択

性

遭
遇

後
死

亡

率

S
ス
コ
ア
総

合

点

（幾
何

平
均

）

PSA

スコア
リスク区分

2.2.3 アカウミガメ 脊椎動物 3 3 2 2 2 2 2 2.29 2 1 1 1 1.19 2.58 低い

2.2.3 ツルシギ 脊椎動物 1 1 3 1 1 3 3 1.86 1 1 1 1 1.00 2.11 低い

2.2.3 アカアシシギ 脊椎動物 1 1 3 1 1 3 3 1.86 1 1 1 1 1.00 2.11 低い

2.2.3 カラフトアオアシシギ 脊椎動物 1 1 3 1 1 3 3 1.86 1 1 1 1 1.00 2.11 低い

2.2.3 クロツラヘラサギ 脊椎動物 1 2 3 2 2 3 3 2.29 1 1 1 1 1.00 2.49 低い

2.2.3 シロチドリ 脊椎動物 1 1 3 1 1 3 3 1.86 1 1 1 1 1.00 2.11 低い

2.2.3 ズグロカモメ 脊椎動物 1 1 3 1 1 3 3 1.86 1 1 1 1 1.00 2.11 低い

2.2.3 ヘラシギ 脊椎動物 1 1 3 1 1 3 3 1.86 1 1 1 1 1.00 2.11 低い

2.2.3 ホウロクシギ 脊椎動物 1 2 3 2 2 3 3 2.29 1 1 1 1 1.00 2.49 低い

2.2.3 オオアジサシ 脊椎動物 1 2 3 3 1 3 3 2.29 1 1 1 1 1.00 2.49 低い

2.2.3 コアジサシ 脊椎動物 1 2 3 1 1 3 3 2.00 1 1 1 1 1.00 2.24 低い

2.2.3 ヒメウ 脊椎動物 1 2 3 1 2 3 3 2.14 1 1 1 1 1.00 2.36 低い

対象漁業 船びき網 対象海域 伊勢・三河湾 PSAスコア全体平均 2.28 低い



 
 

26

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

希少種の中に資源状態が

悪く、当該漁業による悪

影響が懸念される種が含

まれる。PSAやCAにおい

て悪影響のリスクが総合

的に高く、悪影響が懸念

される種が含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種が少

数含まれる。PSAや

CAにおいて悪影響

のリスクは総合的

に低いが、悪影響

が懸念される種が

少数含まれる 

希少種の中に資源状

態が悪い種は含まれ

ない。PSAやCAにお

いて悪影響のリスク

は総合的に低く、悪

影響が懸念される種

は含まれない 

希少種の個別

評価に基づ

き、対象漁業

は希少種の存

続を脅かさな

いと判断でき

る 

 

2.3 生態系・環境 

2.3.1 食物網を通じた間接影響 

2.3.1.1 捕食者 

イカナゴは多くの底魚類を始めとした生物に捕食されている。鵜嵜ほか(2015)によれ

ば、6 回の底びき網調査で漁獲された生物の胃内容物を調べた結果、20 魚種からイカナ

ゴが出現し、特にホウボウ、トカゲエソ、オキエソ、クロダイ、マルアジ、ブリ、スズ

キの 7 種では複数の調査で胃内容物から出現する主要な餌生物となっていた。このう

ち、時系列データのないホウボウ、トカゲエソ、オキエソ以外の 4 種に加え、伊勢・三

河湾においてイカナゴの主たる捕食者とは考えにくいマルアジを除いて、CA 評価を行

った。 

捕食者に対するCA評価 

評価対象漁業 船びき網 
評価対象海域 伊勢・三河湾 
評価対象魚種 クロダイ、ブリ、スズキ 
評価項目番号 2.3.1.1 

評価項目 捕食者への影響 
評価対象要素 資源量 4 
  再生産能力   
  年齢・サイズ組成   
  分布域   
  その他：   

評価根拠概要 主要な捕食者について資源状態が懸念される状況にないため、4点とする。 
評価根拠詳細 ブリ(ぶり類)では資源評価が実施されており、結果は以下のとおりである。 

 
・ブリ：1952年以降の定置網漁獲量からブリ(ぶり類)の資源水準は高位、1994
年以降の年齢別漁獲尾数に基づくコホート解析により計算された最近5年間

(2015～2019年)の資源量の推移により、資源動向は減少と評価されている。現

状の漁獲圧が続いた場合、資源量は微減すると予測されている(古川ほか 
2021)。参考までに、愛知県と三重県で漁獲される農林水産統計のぶり類の漁

獲量を図示した(図2.3.1.1a)。愛知県・三重県の漁獲量においてもブリ全体の資

源量同様に長期的な増加傾向がみられている。 
農林水産統計におけるクロダイを含むくろだい・へだいとスズキを含むすずき
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類の漁獲量を図示した(図2.3.1.1b)。 

 
図2.3.1.1.a 愛知県と三重県のぶり類漁獲量(黒点・線)と単回帰直線(赤線。影

は95%信頼区間) 
 

 
図2.3.1.1.b 愛知県と三重県のくろだい・へだい、すずき類の漁獲量推移と単

回帰直線(影は95%信頼区間) 
 
図2.3.1.1bに示すように、くろだい・へだいでは漁獲量に定向的な変化は見られ

なかったのに対して、すずき類では長期的な減少傾向がみられた。しかし、ス

ズキについては、三重県が実施する沿岸種資源評価において、2001年以降の小

底CPUEから高位・増加と判断されており(三重県資源評価委員会 2021)、資源

状態が懸念される状況ではないと考えられる。 
 
以上のとおり、すべての捕食者について資源状態の悪化が懸念される状況にな

いと考えられるため、4点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

多数の捕食者に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

一部の捕食者に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って捕食者が受け

る悪影響は検出さ

れない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた捕食者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 

 

2.3.1.2 餌生物 

イカナゴは主に動物プランクトンを捕食し、かいあし類をはじめとして、よこえび類

やヤムシ、網類も餌生物となっている(山本ほか 2021)。伊勢湾では珪藻類等の植物プラ

ンクトンの捕食も報告されている(関口 1977)。ここでは、かいあし類を含む動物プラン

クトンを主要な餌生物と考え、CA 評価を行った。 

餌生物についてのCA評価 

評価対象漁業 船びき網 

評価対象海域 伊勢・三河湾 

評価対象魚種 動物プランクトン(かいあし類等) 

評価項目番号 2.3.1.2 

評価項目 餌生物への影響 

評価対象要素 資源量 4 

  再生産能力   

  年齢・サイズ組成   

  分布域   

  その他：   

評価根拠概要 過去のイカナゴの資源量と動物プランクトン生物量の関係は明瞭ではなく、近

年のイカナゴの資源状態は低迷を続けていることから、捕食圧による影響はほ

とんどないと考え、4点とした。 

評価根拠詳細 山田ほか(2016)は、愛知県水産試験場が三河湾及び渥美外海で実施してきた沿

岸定線調査において改良ノルパックネット(口径45cm､目合330μm､側長80cm)の

鉛直びきで採集した試料を解析し、1981〜2010年のかいあし類を含む動物プラ

ンクトン生物量(g/m3)を計算した。年間平均生物量は、イカナゴの資源量が増

加した1980年代中盤に低下し、低下した1980年代後半〜1990年代初頭にかけて

は増加するという逆位相の関係がみられていた一方、2000年代に入ってから

は、イカナゴの資源量と同期した増減がみられており(山田ほか 2016, 山本ほ

か 2021)、イカナゴの捕食圧の強弱が動物プランクトン生物量に影響を与えて

いたかを判断することは難しい。また、三重県が1978〜2000年に伊勢湾におい

て実施した浅海定線調査における改良ノルパックネット試料を解析した結果で

は、1990年代初頭まではイカナゴ資源量と動物プランクトン生物量の変動に同

期的傾向がみられたが、それ以降の変動は一致していない(久野ほか 2002, 山

本ほか 2021)。さらに、伊勢・三河湾のイカナゴは2016年以降禁漁となってお

り、資源状態の低迷が続いていることから（山本ほか 2021）、近年においては

動物プランクトン動態に与えるイカナゴの影響は極めて小さいと考えられる。

以上から、イカナゴがカイアシを含む動物プランクトンの動態に与える影響は

小さいと考え、4点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

多数の餌生物

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

一部の餌生物に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって餌生物

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた餌生物への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 

 

2.3.1.3 競争者 

 伊勢・三河湾周辺において、イカナゴ同様にプランクトン食性魚であり、漁獲量の多

い魚種はマイワシとカタクチイワシが挙げられる。これらの魚種について CA 評価を行

った。 

競争者に対するCA評価 

評価対象漁業 船びき網 

評価対象海域 伊勢・三河湾 

評価対象魚種 マイワシ、カタクチイワシ 

評価項目番号 2.3.1.3 

評価項目 競争者への影響 

評価対象要素 資源量 4 

  再生産能力   

  年齢・サイズ組成   

  分布域   

  その他：   

評価根拠概要 マイワシの親魚量はSBmsyを達成し、動向は増加にあるものの、環境変動によ

る影響が強いと考えられ、イカナゴの漁獲に影響を受けているとは考えにく

い。また、カタクチイワシは低位・減少傾向にあり、イカナゴとの競争関係は

検出されない。以上から、4点とする。 

評価根拠詳細 マイワシ(太平洋系群)とカタクチイワシ(太平洋系群)では資源評価が実施され

ており、結果は以下のとおりである。 

 

・マイワシ太平洋系群：資源量指標値と1976年以降の年齢別漁獲尾数を用いた

チューニングVPAにより資源量推定を行った結果、2019年親魚量は最大持続生

産量(MSY)を達成できる親魚量水準(SBmsy)を上回っており、親魚量の動向は

最近5年(2015〜2019年)の推移から増加と判断された(古市ほか 2021)。また、

2019年の漁獲圧はMSYを実現する漁獲圧と同程度となっている。なお、SBmsy
は令和2年3月に開催された「管理基準値等に関する研究機関会議」において提

案された再生産関係に基づいて計算された値である。 
・カタクチイワシ太平洋系群：北海道区太平洋側、太平洋北区〜南区における

1978年以降の年齢別漁獲尾数に基づくコホート解析により推定した親魚量か

ら、2019年現在の資源水準は低位、資源動向は減少と判断された。現状の漁獲

圧が続いた場合、2026年の資源量と親魚量は、いずれも大幅に減少すると予測

されている(木下ほか 2021)。 

 

以上のとおり、マイワシ太平洋系群の資源状態は親魚量がSBmsyを超え、最近5

年間の動向は増加傾向である。また、資源量の増加傾向は2010年代以降から続

いている(古市ほか 2021)。しかし、本系群の資源変動は数十年スケールの地

球規模の大気海洋生態系構造の転換(レジームシフト)と関係することが知られ
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ており(Kawasaki 1992､Klyashtorin 1998, Chavez et al. 2003)、イカナゴの動向が与

える影響は極めて限定的と考えられる。カタクチイワシ太平洋系群については

資源状態が低位・減少であり、イカナゴ同様に資源が低迷していることから、

餌を巡る競争関係が明瞭とはいいがたい。また、カタクチイワシの資源変動に

ついても環境変動による影響等が指摘されている(Takasuka et al. 2008, 木下ほ

か 2021)。以上から、イカナゴの漁獲によって競争者が受ける悪影響は検出さ

れないと考え、4点を配点する。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

多数の競争者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

一部の競争者に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って競争者が受け

る悪影響は検出さ

れない 

生態系モデルベースの評

価により、食物網を通じ

た競争者への間接影響は

持続可能なレベルにある

と判断できる 

 

2.3.2 生態系全体 

 図 2.3.2a に示したように、評価対象海域における MTLc をみると、漁獲は栄養段階

2.0 で多く、図 2.3.2b のマイワシやカタクチイワシが寄与していることがわかる。 

 評価対象海域の総漁獲量と MTLc の推移は図 2.3.2c のとおりである。評価対象海域で

は、MTLc に低下傾向が認められた。これはマイワシの増加やあなご類の減少によると

ころが大きく、あなご類は小底で漁獲されるため、評価対象漁業が生態系全体に及ぼす

影響は小さいとし、4 点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

対象漁業による影

響の強さが重篤で

ある、もしくは生

態系特性の定向的

変化や変化幅拡大

が起こっているこ

とが懸念される 

対象漁業による影

響の強さは重篤で

はないが、生態系

特性の変化や変化

幅拡大などが一部

起こっている懸念

がある 

SICAにより対象漁

業による影響の強

さは重篤ではな

く、生態系特性に

不可逆的な変化は

起こっていないと

判断できる 

生態系の時系列

情報に基づく評

価により、生態

系に不可逆的な

変化が起こって

いないと判断で

きる 
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図2.3.2a 2018年の海面漁業生産統計調査

から求めた、伊勢・三河湾のMTLc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.3.2b 2018年の海面漁業生産統計に基づく伊

勢・三河湾の漁獲物の種組成 

 

 

図2.3.2c 海面漁業生産統計調査から求めた、評価対象海域の総漁獲量とMTLcの推移 
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2.3.3 種苗放流が生態系に与える影響 

本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

 

2.3.4 海底環境 

船びき網は着底漁具ではないため、5 点を配点した。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

当該漁業による海底

環境への影響のイン

パクトが重篤であ

り、漁場の広い範囲

で海底環境の変化が

懸念される 

当該漁業による海底環

境への影響のインパク

トは重篤ではないと判

断されるが、漁場の一

部で海底環境の変化が

懸念される 

SICAにより当該

漁業が海底環境

に及ぼすインパ

クトおよび海底

環境の変化が重

篤ではないと判

断できる 

時空間情報に基

づく海底環境影

響評価により、

対象漁業は重篤

な悪影響を及ぼ

していないと判

断できる 

 

2.3.5 水質環境 

2019 年の第四管区管内での海上環境関係法令違反のうち、県漁業調整規則(有害物の

遺棄または漏せつ)違反、及び水質汚濁防止法違反は認められなかったため(海上保安庁 

2019)、水質環境への影響は軽微であると考えられ、4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

多くの物質に関して対

象漁業もしくは、種苗

生産施設等からの排出

が水質環境へ及ぼす悪

影響が懸念される。も

しくは取り組み状況に

ついて情報不足により

評価できない 

 一部物質に関し

て対象漁業もし

くは、種苗生産

施設等からの排

出が水質環境へ

及ぼす悪影響が

懸念される 

対象漁業もしく

は、種苗生産施

設等からの排出

物は適切に管理

されており、水

質環境への負荷

は軽微であると

判断される 

対象漁業もしくは種苗生産

施設等からの排出物は適切

に管理されており、水質環

境への負荷は軽微であると

判断されるだけでなく、対

象漁業もしくは種苗生産施

設等による水質環境への負

荷を低減する取り組みが実

施されている 

 

2.3.6 大気環境 

長谷川(2010)によれば、我が国の漁業種類ごとの単位漁獲量・水揚げ金額あたり二酸

化炭素排出量の推定値は下表のとおりである。船びき網は 2.13 と我が国漁業の中では

中程度の CO2 排出量となっているが、評価対象種業は時期が限定されており影響は軽

微であると考えられるため、4 点とする。 

表2.3.6 漁業種類別の漁獲量・生産金額あたりCO2排出量試算値(長谷川 2010 による) 

漁業種類 t-CO2/t t-CO2/百万円 

小型底びき網縦びきその他 1.407 4.98 
沖合底びき網１そうびき 0.924 6.36 
船びき網 2.130 8.29 
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中小型１そうまき巾着網 0.553 4.34 
大中型その他の１そうまき網 0.648 7.57 
大中型かつおまぐろ1そうまき網 1.632 9.2 
さんま棒うけ網 0.714 11.65 
沿岸まぐろはえ縄 4.835 7.95 
近海まぐろはえ縄 3.872 8.08 
遠洋まぐろはえ縄 8.744 12.77 
沿岸かつお一本釣り 1.448 3.47 
近海かつお一本釣り 1.541 6.31 
遠洋かつお一本釣り 1.686 9.01 
沿岸いか釣り 7.144 18.86 
近海いか釣り 2.676 10.36 
遠洋いか釣り 1.510 10.31 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価

を実

施で

きな

い 

多くの物質に関し

て対象漁業からの

排出ガスによる大

気環境への悪影響

が懸念される 

一部物質に関し

て対象漁業から

の排出ガスによ

る大気環境への

悪影響が懸念さ

れる 

対象漁業からの排

出ガスは適切に管

理されており、大

気環境への負荷は

軽微であると判断

される 

対象漁業による大気環境

への負荷を軽減するため

の取り組みが実施されて

おり、大気環境に悪影響

が及んでいないことが確

認されている 
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3．漁業の管理 

概要 

管理施策の内容(3.1) 

 愛知県・三重県の船びき網漁業は知事許可漁業であり、漁業調整規則により操業期間

の制限、操業禁止区域の設定等が行われている。さらに資源管理指針において公的規制

を上回る操業期間の制限に取り組むとされている。2016 年以降は資源量の減少にとも

ない自主的に禁漁を行っている。これらのことから愛知県・三重県の船びき網にはイン

プット・コントロールが導入されている(3.1.1 5 点)。テクニカル・コントロールとし

て、愛知県・三重県の船びき網では目合いの規制があり、両県漁業者の協議でイカナゴ

の成長に合わせて自主的に解禁日を決定する措置が執られている。さらに親魚保護を目

的として残存資源尾数が 20 億尾を下回ると認められる日から禁漁にするとされている。

伊勢湾・三河湾イカナゴ資源回復計画、引き続く資源管理指針に基づく資源管理計画で

は保護区域の設定及び保護休漁の措置に取り組むとされている(3.1.2 5 点)。 

執行の体制(3.2) 

イカナゴ伊勢・三河湾系群の生息域をカバーする管理体制が確立し機能している

(3.2.1.1 5 点)。県当局がそれぞれ複数の取り締まり船により日常的に漁船漁業の監視・

取り締まりを行っており、操業期間の違反等については水揚げ港等での漁協職員等によ

る監視も可能である(3.2.1.2 5 点)。各県漁業調整規則等に違反した場合、漁業法、各県

漁業調整規則の規定により十分な罰則・制裁が課される(3.2.1.3 5 点)。愛知県・三重県

の船びき網について、県の資源管理指針において管理目標、管理施策が存在し、5 年ご

とに計画の成果を評価し計画を見直すこととなっており、順応的管理の仕組みは部分的

に導入されていると考えられる(3.2.2 5 点)。 

共同管理の取り組み(3.3) 

対象となるすべての漁業者は漁業者組織に所属しており(3.3.1.2 5 点)、特定できる

(3.3.1.1 5 点)。愛知県・三重県の関係漁業者組織は 2016 年以降自主的に禁漁を実施す

るなど、資源管理に対する影響力は強い(3.3.1.3 5 点)。漁業者、漁業者組織代表は漁業

管理に関係する会議への出席等を通して資源の自主的管理、公的管理に主体的に参画し

ている(3.3.2.1 4 点、3.3.2.2 5 点)。資源管理の意思決定を行う各レベルの会合には、

それぞれ学識経験者をはじめ幅広い利害関係者が参画する仕組みが作られており

(3.3.2.3 5 点)、施策の意思決定については、資源管理指針に則り、定期的に目標と管理

措置の検討、見直しが協議されている(3.3.2.4 5 点)。 
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評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

 伊勢・三河湾を擁する愛知県・三重県の、禁漁直前の 2015 年の漁業種類別漁獲量は

船びき網が 100％であるため、評価対象漁業は船びき網とする。 

② 評価対象都道府県の特定 

 愛知県・三重県の 2015 年の本系群の県別漁獲量は愛知県 2,247 トン(53.9％)、三重県

1,918 トン(46.1％)であるため、評価対象県は愛知県・三重県とする。 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

 各県における評価対象漁業について以下の情報を集約する。 

1) 漁業権、許可証、及び、後述する各種管理施策の内容 

2) 監視体制や罰則、順応的管理の取り組み等の執行体制 

3) 関係者の特定や組織化、意思決定への参画など、共同管理の取り組み 

4) 関係者による生態系保全活動の内容 

 

④ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無 

本種については、大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 

 本系群で評価対象と特定されているイカナゴ漁業は、愛知県・三重県の船びき網であ

る。船びき網は県知事許可漁業であり、漁業調整規則により夜間操業の禁止、操業期間

の制限(愛知県 2020a, 三重県 2020a, b)、操業禁止区域の設定、トン数制限など(愛知県 

2020a)が行われている。さらに資源管理指針において公的規制を上回る操業期間の制限

に重点的に取り組むとされている(愛知県 2011, 三重県 2011)。2016 年以降、資源量の

減少にともなって、愛知県・三重県の漁業者代表協議によって自主的な禁漁を行ってい

る(山本ほか 2021)。これらのことから愛知県・三重県の船びき網にはインプット・コン

トロールが導入されている。イカナゴの資源状態は低位・横ばい傾向であるが(山本ほ

か 2021)、2016 年以降禁漁を行うことによって漁獲圧をなくしており、資源回復にとっ

て最良の方策が採られている。本系群の資源状態の悪化は近年の再生産成功率の低下に

起因すると思われるが(山本ほか 2021)、その原因は夏眠場の高水温化(山田 2011, 中村

ほか 2017)、親魚に対する捕食圧の増大(鵜嵜ほか 2015, 中村ほか 2017)など、漁獲圧以

外の外部要因が影響していると考えられる。このため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロール

とアウトプット・コントロ

ールのどちらも施策に含ま

れておらず、漁獲圧が目標

を大きく上回っている 

. インプット・コン

トロールもしくは

アウトプット・コ

ントロールが導入

されている 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 

 愛知県・三重県の船びき網について、漁業調整規則で網目の規制等があり(愛知県

2020a, 三重県 2020a)、愛知・三重両県の漁業者の協議でイカナゴの成長に合わせて自

主的に解禁日を決定するなど、成長乱獲を防ぐ措置が執られている。また、親魚保護を

目的として、太平洋広域漁業調整委員会指示第 36 号によって残存資源尾数が 20 億尾を

下回ると認められる日から禁漁にするとされている(水産庁 2020a)。伊勢湾・三河湾イ

カナゴ資源回復計画に取り組んできており(水産庁 2006)、資源管理指針に基づく資源

管理計画では、保護区域の設定及び保護休漁の措置に取り組むとされている(愛知県 

2011, 三重県 2011)。また 2016～2020 年までの禁漁により、産卵親魚や仔稚魚が保護さ

れていると考えられる。本系群の資源回復のため、テクニカル・コントロールが行われ

ているとして、5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コント

ロールの施策が全く

導入されていない 

. テクニカル・コント

ロールの施策が一部

導入されている 

. テクニカル・コントロ

ール施策が十分に導入

されている 

 

3.1.3 種苗放流効果を高める措置 

 当該海域では、本系群の種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流効果を高める措

置は取られていない 

. 放流効果を高める措置

が一部に取られている 

. 放流効果を高める措置

が十分に取られている 

 

3.1.4 生態系の保全施策 

3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 

 評価対象漁業は船びき網である。2.3.4(海底環境)では船びき網は海底環境への影響は

ないとされ、水質、大気への影響も軽微とされる(2.3.5, 2.3.6)。生態系への影響は特段知

られていない。このため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入されて

おらず、環境や生態系

への影響が発生してい

る 

一部に導入さ

れているが、

十分ではない 

. 相当程度、

施策が導入

されている 

評価対象とする漁法が生態系

に直接影響を与えていないと

考えられるか、十分かつ有効

な施策が導入されている 

 

3.1.4.2 生態系の保全修復活動 

 愛知・三重両県の資源管理指針では、漁業者自らが藻場・干潟の保護、森林の保全及

び整備等により漁場環境の改善に取り組む必要があるとされている(愛知県 2011, 三重

県 2011)。漁業が盛んな愛知県南知多町で干潟の保全活動が、三重県鳥羽市で藻場の保

全活動が取り組まれている(JF 全漁連 2021)。三重県漁連では環境保全対策として海浜

清掃、植林、石けん普及に取り組んでいる(三重県漁業協同組合連合会 2021a)。以上の

ように両県漁業者により生態系の保全・再生活動が行われているが活動の詳細、頻度等

は判断する材料が乏しいため 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全

活動が一部行

われている 

. 対象となる生態系が漁業活動の影響を受

けていないと考えられるか、生態系の保

全・再生活動が活発に行われている 
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3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 

3.2.1.1 管轄範囲 

 本系群の生息域は主に伊勢・三河湾、渥美外海である(山本ほか 2021)。そのため本系

群は三重県、愛知県に跨がって分布する広域資源であるが、広域資源に対する資源管理

は広域漁業調整委員会が担うこととされている(水産庁 2021a)。本系群については太平

洋広域漁業調整委員会・太平洋南部会において主要な漁業である伊勢・三河湾のイカナ

ゴの管理等について検討が行われている(水産庁 2020b)。以上のとおり生息域をカバー

する管理体制が確立し機能しているとし、5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息域が

カバーされていない 

. 機能は不十分である

が、生息域をカバー

する管理体制がある 

. 生息域をカバーす

る管理体制が確立

し機能している 

 

3.2.1.2 監視体制 

 愛知県・三重県当局がそれぞれ複数の取り締まり船により日常的に漁船漁業の監視・

取り締まりを行っている(愛知県 2020b, 三重県 2021)。操業期間の違反等については取

り締まり当局のほか、水揚げ港等での漁協職員等による監視が十分可能である。よって

5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺

など、部分的な監

視に限られている 

. 完璧とは言いがた

いが、相当程度の

監視体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 

 愛知県・三重県の船びき網は、各県漁業調整規則等に違反した場合、漁業法、各県漁

業調整規則の規定により免許、許可の取り消しや懲役刑、罰金あるいはその併科となる。

イカナゴは太平洋広域漁業調整委員会指示により残存資源尾数が 20 億尾を下回ると認

められた日から 11 月 30 日までイカナゴを目的とした漁業の操業が禁止されており、そ

れに違反し県知事の命令にも従わない場合は漁業法第 191 条により一年以下の懲役も

しくは 50 万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる。罰則規定としては十

分に有効と考えられる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 機能は不十分であるが、罰

則・制裁が設定されている 

. 有効な制裁が設定

され機能している 
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3.2.2 順応的管理 

 本系群は TAC 種ではなく、また自主的管理でも TAC は導入されていない。しかし、

愛知県・三重県の船びき網について、県の資源管理指針において管理目標、管理施策が

存在し(愛知県 2011, 三重県 2011)、5 年ごとに計画の成果を評価し計画を見直すことと

なっており、順応的管理の仕組みは部分的に導入されていると考えられる。また、2016

～2020 年の間、資源量の減少を受けて、愛知県・三重県の漁業者代表協議によって順応

的に禁漁を行っている。このため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を漁業管

理の内容に反映する仕組み

がない 

. 順応的管理の仕組み

が部分的に導入され

ている 

. 順応的管理が十分

に導入されている 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 

3.3.1.1 資源利用者の特定 

 伊勢・三河湾のイカナゴの船びき網は、愛知県；いわし・いかなご船びき網、いかな

ご船びき網、三重県；いかなご船びき網、いわし・いかなご船びき網、伊勢湾口いかな

ご船びき網、伊勢湾港いわし・いかなご船びき網、親いかなご船びき網、船びき網(ばっ

ち網)があるが、すべて県知事許可漁業であり(水産庁 2006)、漁業者が特定できる。以

上のことから 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 

 船びき網の漁業者は各地区の沿海漁業協同組合に所属し、その上部組織は愛知県・三

重県の漁業協同組合連合会、全国漁業協同組合連合会である。また、同時に愛知県では

愛知県しらす・いかなご船びき網連合会、三重県では三重県ばっち網漁業協同組合(業

種別漁業協同組合)を組織している。すべての漁業者は漁業者団体に所属しており、5 点

を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 

 愛知県しらす・いかなご船びき網連合会と三重県ばっち網漁業協同組合は 2016 年以
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降、漁期前の調査結果から期待される加入量が少ないとして自主的に禁漁を実施してい

る(朝日新聞デジタル 2018)。その他、操業期間制限(解禁日、終漁日の決定)、漁獲物規

制、区域規制について漁業者団体が作成主体である資源管理計画において取り組まれて

いる(水産庁 2021 b)。以上のとおり自主的な規制が強く働いていることから資源管理に

対する漁業者組織の影響力は強いといえる。以上より 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管理

に強い影響力を有

している 

 

3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 

 愛知県の南知多町の豊浜漁協では販売事業、魚市場、魚ひろば店舗経営など、経営上

の活動を実施している(豊浜漁協 2021)。南知多地区管内 6 漁協(豊浜、大井、片名、師

崎、篠島、日間賀島漁協)等では浜の活力再生プランとして、観光業との連携、シャコ、

アナゴ等のブランド化に取り組んでいる(水産庁 2019)。また、愛知県ではイカナゴは全

国漁業協同組合連合会が認定するプライドフィッシュに認定され、販売促進に力が注が

れている(全国漁業協同組合連合会 2021)。三重県では、漁連が鮮冷(生鮮冷凍の意味)・

加工事業、販売事業、品質管理等を行っている(三重県漁業協同組合連合会 2021b)。以

上のとおり両県の漁業者組織は個別の漁業者では実施が困難な経営上の活動を実施し

水産資源の価値の最大化に努めているため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 

3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 

 船びき網は各県資源管理指針に基づく、目標、管理措置の漁業者及び関係団体への周

知徹底、指針に基づく資源管理計画の履行状況の確認等の内容が含まれている。さらに

近年の自主的禁漁に対する個々の漁業者への説明会等にも対応している。以上のような

資源管理計画遂行、禁漁措置のための漁協、漁連内部での会合、県と漁業者代表による

資源管理協議会など、漁業管理に係る外部の会合への参加が必要と考えられ、合わせる

と会議日数は年間 12 日を越えると考えられる。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 
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3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 

 船びき網の公的管理措置としては、操業期間の制限について太平洋広域漁業調整委員

会による「残存資源尾数 20 億尾以下となる日まで」という毎年の指示がある(水産庁 

2020a)。さらに各県漁業調整規則による網目規制、操業禁止区域設定、夜間操業の禁止、

トン数制限、操業期間の制限等の措置がある。知事許可漁業である船びき網の規制には

各県の海区漁業調整委員会が関与すると考えられる。太平洋広域漁業調整委員会は漁業

法の規程により、区域内の海区漁業調整委員会から各 1 名で合計 18 名、漁業者 7 名、

学識経験者 3 名となっており、海区漁業調整委員会委員の過半数は漁業者または漁業従

事者が占めることになっている。このように関係漁業者、漁業者団体の役員が各レベル

の委員会等に参画し、意思決定に関与している。以上のことから両漁業とも 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 

 知事許可漁業である愛知県・三重県の船びき網について、関与すると考えられる海区

漁業調整委員会には学識経験者、公益代表委員が、太平洋広域漁業調整委員会太平洋南

部会には大臣選任委員として各々学識経験者 3 人が参画している(水産庁 2021c)。主要

な利害関係者は資源管理に参画していると考えられるため 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者以外の利害関係

者は存在するが、実質

上関与していない 

. 主要な利害関係者

が部分的・限定的

に関与している 

. 漁業者以外の利害関係者が存在

しないか、ほぼすべての主要な

利害関係者が効果的に関与 

 

3.3.2.4 管理施策の意思決定 

 愛知県・三重県の船びき網について、伊勢湾・三河湾イカナゴ資源回復計画ではイカ

ナゴの漁獲量を 5 年間で十分な漁獲量と、十分な産卵親魚を獲り残すことが期待できる

尾数である初期資源尾数 300 億尾水準という目標を設定し、インプット・コントロール

やテクニカル・コントロールを実施した(水産庁 2006)。また両県の資源管理指針によっ

てイカナゴ資源の回復目標や資源回復計画で実施した資源管理措置に引き続き取り組

むこととし、PDCA のサイクルで管理の計画と実施を行えるよう評価・検証については

外部有識者が参加する資源管理協議会を行うとされている(愛知県 2011, 三重県 2011)。

このように漁業者を含む意思決定機構が存在し、施策の決定と目標の見直しが十分にで

きるようなシステムが構築されている。このため、5 点とする。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

意思決定機

構が存在せ

ず、施策に

関する協議

もなされて

いない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者をメ

ンバーとする意思

決定機構は存在

し、施策の決定と

目標の見直しがな

されている 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構成

メンバーとする意

思決定機構が存在

し、施策の決定と

目標の見直しが十

分になされている 

 

3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 

 当該海域では、本系群の種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

コストに関する透明性

は低く、受益者の公平

な負担に関する検討は

行われていない 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する透

明性が高く、受益

者が公平に負担し

ている 
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4．地域の持続性 

概要 

漁業生産の状況(4.1) 

 イカナゴ伊勢・三河湾系群は、愛知県・三重県の船びき網漁業で大部分が獲られてい

る。漁業収入はやや低位で推移していた(4.1.1.1 2 点)。収益率と漁業関係資産のトレン

ドについては、全国平均値の個人経営体のデータを用いた結果、4.1.1.2 は 5 点と高く、

4.1.1.3 は 2 点とやや低かった。経営の安定性については、収入の安定性、漁獲量の安定

性ともに 2 点とやや低かった。漁業者団体の財政状況は 5 点と高かった。操業の安全性

は 5 点と高かった。地域雇用への貢献は高いと判断された(4.1.3.2 5 点)。労働条件の公

平性については、漁業で特段の問題はなかった(4.1.3.3 3 点)。 

 

加工・流通の状況(4.2) 

 買受人は各市場とも取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引

による競争原理は概ね働いている(4.2.1.1 5点)。取引の公平性は確保されている(4.2.1.2 

5 点)。関税は、冷凍は基本が 3.5％であるが、各種の優遇措置を設けている(4.2.1.3 3

点)。卸売市場整備計画等により衛生管理が徹底されている(4.2.2.1 5 点)。仕向けは高

級加工品と餌料であるが前者が多い(4.2.2.2 4 点)。労働条件の公平性も特段の問題は

なかった(4.2.3.3 3 点)。以上より、本地域の加工流通業の持続性は高いと評価できる。 

 

地域の状況(4.3) 

 先進技術導入と普及指導活動は行われており(4.3.1.2 5 点)、物流システムは整って

いた(4.3.1.3 5 点)。地域の住みやすさは全体平均で 3 点であった(4.3.2.1)。水産業関係

者の所得水準は中程度である(4.3.2.2 2 点)。漁具漁法及び加工流通技術における地域

文化の継続性は高い(4.3.3.1 及び 4.3.3.2 5 点)。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

 伊勢・三河湾を擁する愛知県・三重県の、禁漁直前の 2015 年の漁業種類別漁獲量は

船びき網が 100％であるため、評価対象漁業は船びき網とする。 

② 評価対象都道府県の特定 

 愛知県・三重県の 2015 年の本系群の県別漁獲量は愛知県 2,247 トン(53.9％)、三重県

1,918 トン(46.1％)であるため、評価対象県は愛知県・三重県とする。 
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③ 評価対象都道府県に関する情報の集約と記述 

評価対象都道府県における水産業並びに関連産業について、以下の情報や、その他後

述する必要な情報を集約する。 

1) 漁業種類、制限等に関する基礎情報 

2) 過去 11 年分の年別水揚げ量、水揚げ額 

3) 過去 36 ヶ月分の月別水揚げ量と水揚げ額 

4) 過去 3 年分の同漁業種 5 地域以上の年別平均水揚げ価格 

5) 漁業関係資産 

6) 資本収益率 

7) 水産業関係者の地域平均と比較した年収 

8) 「住みよさランキング」（東洋経済新報社 2020）による各県沿海市の住みよさ偏差値 
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4.1 漁業生産の状況 

4.1.1 漁業関係資産 

4.1.1.1 漁業収入のトレンド 

 漁業収入の傾向として、4.1.2.1 で算出した本系群の漁獲金額のデータを利用した。関

係県(あるいは県別大海区)の各漁業による漁獲金額を参照し、過去 10 年のうち上位 3 年

間の平均と参照期間の最新年(2015 年)の漁獲金額の比率を算出したところ、船びき網

(愛知県): 約 0.51(2 点)､船びき網(三重県): 約 0.39(1 点)となった｡これらを 2018 年漁獲

量で重みづけした(現在禁漁のため 1:1 とした)加重平均を行い、全体の得点を算出する

と、2 点となった。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.1.2 収益率のトレンド 

 漁業経営調査報告には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないため、漁業種類別

のデータを用いて分析を実施する。漁業経営調査のうち個人経営体統計の主とする漁業

種類別統計を用いて 2014～2018 年の(漁労利益／漁業投下資本合計)の平均値で評価す

る。船びき網 3～5 トン、5～10 トン、10～20 トンの各漁船トン数階層のデータ 111%、

172%、125%を使用し 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.1未満 0.1-0.13 0.13-0.2 0.2-0.4 0.4以上 

 

4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド 

 漁業経営調査報告には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないため、漁業種類別

のデータを用いて分析を実施する。漁業経営調査個人経営体統計の船びき網(3～5 トン、

5～10 トン、10～20 トンの各漁船トン数階層)を用いて過去 10 年のうち最も高い漁業投

下固定資本額の 3 年間の平均値と直近年で比較して評価する。47%で 1 点、66%で 2 点、

84%で 3 点となり、平均値 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.2 経営の安定性 

4.1.2.1 収入の安定性 

 漁業種類ごとの漁獲金額が公表されていないことから、農林水産省の漁業・養殖業生
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産統計より、関係県の「いかなご」総漁獲量に占める評価対象漁業種類による漁獲量の

割合を年別で算出し、これに農林水産省漁業産出額の関係県における「いかなご」の漁

獲金額を乗じ、本系群の漁獲金額として用いることで、過去 10 年間 (2006～2015 年)の

漁獲金額の安定性を評価した。同漁業における 10 年間の平均漁獲金額とその標準偏差

の比率を求めたところ、船びき網(愛知県): 約 0.45(2 点)､船びき網(三重県): 約 0.43(2 点)

となった｡これらを 2018 年漁獲量で重みづけした(現在禁漁のため 1:1 とした)加重平均

を行い、全体の得点を算出すると、2 点となった。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.2 漁獲量の安定性 

 4.1.2.1 と同様、農林水産省の漁業・養殖業生産統計を参照し、過去 10 年間の関係県

の評価対象漁業種類による「いかなご」漁獲量を用いて、本系群の漁獲量の安定性を評

価した。各漁業について 10 年間の平均漁獲量とその標準偏差の比率を求めたところ、

船びき網(愛知県): 約 0.51(2 点)､船びき網(三重県): 約 0.60(2点)となった｡これらを 2018

年漁獲量で重みづけした(現在禁漁のため 1:1 とした)加重平均を行い、全体の得点を算

出すると、2 点となった。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 

 愛知県の船びき網漁業者は、沿海漁業協同組合に所属している。愛知県の沿海漁協の

経常利益(都道府県単位)は黒字であった(農林水産省 2020a)。このことから 5 点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

経常収支は赤字となっているか、また

は情報は得られないため判断ができな

い 

. 経常収支はほぼ

均衡している 

. 経常利益が黒字

になっている 

 

4.1.3 就労状況 

4.1.3.1 操業の安全性 

 令和元年の水産業における労働災害及び船舶事故による死亡者数のうち、評価対象漁

業における事故であることが特定されたか、もしくは、評価対象漁業である可能性を否

定できない死亡者数は、愛知県 0 人、三重県 1 人であった(厚生労働省 2021a, 厚生労働

省三重労働局 2021, 運輸安全委員会 2020)。海面漁業従事者数は、利用可能な最新のデ
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ータ(平成 30 年)では、愛知県 3,373 人、三重県 6,108 人であった(農林水産省 2020b)。

したがって、1,000 人当たり年間死亡者数は、愛知県 0 人、三重県 0.164 人となる。評価

対象の点数は、愛知県 5 点、三重県 5 点となる。以上より、漁獲量で重みづけした平均

点は 5 点なので、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人漁期当たりの死

亡事故1.0人を超える 

0.75-1.0人 0.5-0.75人 0.25-0.5人 1,000人漁期当たりの

死亡事故0.25人未満 

 

4.1.3.2 地域雇用への貢献 

 水産業協同組合は主たる事務所の所在地に住所を構えなければならないことを法的

に定義づけられており(水産業協同組合法第 1 章第 6 条)、その組合員も当該地域に居住

する必要がある(同法第 2 章第 18 条)。そして漁業生産組合で構成される連合会も当該

地区内に住居を構える必要がある(同法第 4 章第 88 条)。法務省ほか(2017)によれば、技

能実習制度を活用した外国人労働者についても、船上において漁業を行う場合、その人

数は実習生を除く乗組員の人数を超えてはならないと定められている。以上のことから

対象漁業の就業者はすべて当該地区内に居住しているとして 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

事実上いない 5-35% 35-70% 70-95% 95-100% 

 

4.1.3.3 労働条件の公平性 

 労働基準関係法令違反により 2020 年 12 月 15 日現在で公表されている送検事案の件

数は、愛知県において 18 件、三重県において 12 件であったが、すべて他産業であった

(セルフキャリアデザイン協会 2020)。他産業では賃金の不払いや最低賃金以上の賃金

を払っていなかった事例や違法な時間外労働を行わせた事例等があったものの、イカナ

ゴ漁業における労働条件の公平性は比較的高いと考えられる。以上より 3 点を配点す

る。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待

遇が極端に悪い、あ

るいは、問題が報告

されている 

. 能力給、歩合制を除き、

被雇用者によって待遇が

極端には違わず、問題も

報告されていない 

. 待遇が公平であ

る 
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4.2 加工・流通の状況 

4.2.1 市場の価格形成 

 ここでは各水揚げ港(産地市場)での価格形成の状況を評価する。 

4.2.1.1 買受人の数 

 愛知県には 21 か所の魚市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が 4

市場、100～500 トン未満の市場が 4 市場あり、全体の約 8 割が年間取扱量 3,000 トン未

満の市場となっている。買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場は 7 市

場、20～50 人未満の登録が 8 市場、10～20 人未満の登録が 3 市場、5～10 人未満の市

場が 3 市場存在している(農林水産省 2020c)。 

 三重県には 45 か所の魚市場がある。このうち年間取扱量が 100 トン未満の市場が 15

市場、100～500 トン未満の市場が 9 市場あり、全体の約 8 割が年間取扱量 3,000 トン未

満の市場となっている。買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場は 4 市

場、20～50 人未満の登録が 11 市場、10～20 人未満の登録が 16 市場、5～10 人未満の

市場が 7 市場、5 人未満の市場が 7 市場存在している(農林水産省 2020c)。 

 愛知県では、産地市場に多くの買受人が登録されている。このことから市場の競争の

原理は働いており、公正な価格形成が行われている。一方、三重県には小規模市場があ

る。水揚げ量が少なく、自ずと買受人も少ない。このような小規模市場では漁獲物の特

性によって買受人がセリ・入札に参加しない可能性があり、セリ取引、入札取引による

競争原理が働かない場合も生じると考えられる。愛知県 5 点・三重県 4.5 点とし、平均

して 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

. 少数の買受人が

存在する 

. 多数の買受人が

存在する 

 

4.2.1.2 市場情報の入手可能性 

 2020 年 6 月 21 日に改正された卸売市場法が施行された。この第 4 条第 5 項により、

業務規程により定められている遵守事項として、取扱品目その他の売買取引の条件を公

表することとされ、また、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果等を定期的に公

表することとされた。また、従来規定されていた「県卸売市場整備計画」に係る法の委

任規定が削除されたことから、これまで各県が作成していた卸売市場整備計画を廃止す

る動きもあるが、これまで整備計画で定められていた事項は引き続き守られていくと考

えられる。各県が作成している卸売市場整備計画では、施設の整備、安全性確保、人の

確保等と並んで、取引の公平性・競争性の確保が記載されている。水揚げ情報、入荷情

報、セリ・入札の開始時間、売り場情報については公の場に掲示されるとともに、買受
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人の事務所に電話・ファックス等を使って連絡されるなど、市場情報は買受人に公平に

伝達されている(愛知県 2016, 三重県 2016)。これによりセリ取引、入札取引において

競争の原理が働き、公正な価格形成が行われていると考えられることから，評価を 5 点

とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

. 信頼できる価格と量の情報が、次の

市場が開く前に明らかになり利用で

きる 

. 正確な価格と量

の情報を随時利

用できる 

 

4.2.1.3 貿易の機会 

 2020 年 6 月 27 日時点でのイカナゴ(その他の魚)の実効輸入関税率は基本 3.5%である

が、WTO 協定を締結しているものに対しては無税となっており、また経済連携協定を

結んでいる国は無税～3.5%の関税率となっている(日本税関 2020)。以上より 3 点を配

点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

貿易の機会を与えら

れていない 

. 何らかの規制によ

り公正な競争にな

っていない 

. 実質、世界的な競争

市場に規制なく参入

することが出来る 

 

4.2.2 付加価値の創出 

 ここでは加工流通業により、水揚げされた漁獲物の付加価値が創出される状況を評価

する。 

4.2.2.1 衛生管理 

 愛知県では「愛知県卸売市場整備計画(第 10 次)」(2016 年 8 月)に則り、県内の産地卸

売市場及び小規模市場の衛生状態は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理さ

れてきた(愛知県 2016)。また「愛知県食品衛生監視指導計画」を制定し、衛生管理の徹

底を図っている(愛知県 2020)。 

 三重県では「三重県卸売市場整備計画(第 10 次)」(2016 年 8 月)に則り、県内の産地卸

売市場及び小規模市場の衛生状態は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理さ

れてきた(三重県 2016)。また「三重県食品の自主衛生管理認定制度」を制定し、衛生管

理の徹底を図ってきた(三重県 2021a)。このほか三重県内では、先進的な品質・衛生管

理を行っている産地市場として、鳥羽磯部漁業協同組合の答志集約地方卸売市場が認定

されている(海洋水産システム協会 2006)。 

 各県とも、5 年に一度改定される卸売市場整備計画に則り、産地卸売市場及び小規模

市場の衛生状態は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されてきた。ただし、

2020 年 6 月 21 日に改正された卸売市場法が施行され、従来規定されていた「県卸売市
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場整備計画」に係る法の委任規定が削除されたことから、これまで各県が作成していた

卸売市場整備計画を廃止する動きもあるが、これまで整備計画で定められていた事項は

引き続き守られていくと考えられる。また各県とも、食品の安全性を確保するための自

主的管理認定制度を制定しており、県・市町村の衛生基準に基づく衛生管理が徹底され

ている。なお、2018 年 6 月 13 日に食品衛生法等の一部が改正され、すべての食品等事

業者を対象に HACCP に沿った衛生管理に取り組むこととなったため、自主的管理認定

制度についての取り扱いも変更されつつある。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

衛生管理が不十分で問題

を頻繁に起こしている 

. 日本の衛生管理基準

を満たしている 

. 高度な衛生管理

を行っている 

 

4.2.2.2 利用形態 

全長 5～6cm までのイカナゴ当才魚は主に加工原料となり、加工品としては鮮魚を

塩ゆでした釜揚げや、小女子チリメンと呼ばれる煮干し品等がある。全長 7～8cm 以

上の大型の当才魚や 1 才以上のイカナゴでは、一部は釜揚げ加工されるが、多くは冷

凍加工品としてハマチ養殖等の養殖用の餌となる(反田 2006)。伊勢湾ではシラス期に

漁獲努力が集中し、この時期のみで加入資源の 90％前後が漁獲されている(山田 

1994)。 

本系群については 1978～1982 年にかけて 5 年間にも及ぶ大不漁を経験したことを契

機に、資源回復を図るべく、厳しい資源管理が導入された。そうした努力を重ねる中で、

2010 年 3 月には愛知県のイカナゴ漁業が加工業者と共に、資源保護に積極的に取り組

んでいる漁業に与えられる「マリン・エコラベル・ジャパン」の認証を取得した(マリ

ン・エコラベル・ジャパン協議会 2021)。高級加工品と餌料の用途があるが、シラス期

の利用が多いため 4 点を配する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

魚粉/動物用餌/

餌料 

. 中級消費用（冷

凍、大衆加工品） 

. 高級消費用（活魚、

鮮魚、高級加工品） 

 

4.2.3 就労状況 

4.2.3.1 労働の安全性 

 令和元年の水産食品製造業における労働災害による死傷者数は、愛知県 20 人、三重

県 22 人であった(厚生労働省 2021b)。水産関連の食料品製造業従事者数は、利用可能な

最新のデータ(令和元年)では、愛知県 3,639 人、三重県 3,579 人であった(経済産業省

2020)。したがって、1,000 人当たり年間死傷者数は、愛知県 5.50 人(3 点)、三重県 6.15

人(2 点)となる。以上より、漁獲量による重み付け平均は 2.70 となり、3 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人年当たり

の死傷者7人を超

える 

7人未満6人以上 6人未満4人以上 4人未満3人以上 1,000人年当たり

の死傷者3人未満 

 

4.2.3.2 地域雇用への貢献 

 2018 年漁業センサスによれば、各県沿海市町村における水産加工会社数を全都道府

県の加工会社数の平均 155 と比較すると、愛知県 198 で 4 点、三重県 212 で 4 点となり

(農林水産省 2020d)、総合評価は 4 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.3未満 0.3以上0.5未満 0.5以上1未満 1以上2未満 2以上 

 

4.2.3.3 労働条件の公平性 

 労働基準関係法令違反により 2020 年 12 月 15 日現在で公表されている送検事案の件

数は、愛知県において 18 件、三重県において 12 件であったが、すべて他産業であった

(セルフキャリアデザイン協会 2020)。他産業では賃金の不払いや最低賃金以上の賃金

を払っていなかった事例や違法な時間外労働を行わせた事例等があったものの、イカナ

ゴに関わる加工・流通業における労働条件の公平性は比較的高いと考えられる。以上よ

り 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公平

である 

 

4.3 地域の状況 

4.3.1 水産インフラストラクチャ 

4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 

 本系群を漁獲する愛知県内の冷凍・冷蔵倉庫数は 198 工場あり、冷蔵能力は 545,155

トン(冷蔵能力を有する 1 工場当たり 2,900 トン)、1 日当たり凍結能力 2,664 トン、冷凍

能力を有する 1 工場当たり 1 日当たり凍結能力 22.6 トンである(農林水産省 2020d)。三

重県内の冷凍・冷蔵倉庫数は 174 工場あり、冷蔵能力は 108,174 トン(冷蔵能力を有する

1 工場当たり 162 トン)、1 日当たり凍結能力 3,860 トン、冷凍能力を有する 1 工場当た

り 1 日当たり凍結能力 29 トンである(農林水産省 2020d)。 

 好不漁によって地域間の需給アンバランスが発生することもあるが、商行為を通じて

地域間の調整は取れており、地域内における冷凍・冷蔵能力は水揚げ量に対する必要量
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を満たしていると考えられることから、総合評価を 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

氷の量

は非常

に制限

される 

氷は利用できるが、

供給量は限られ、し

ばしば再利用される

か、溶けかけた状態

で使用される 

氷は限られた

形と量で利用

でき、最も高

価な漁獲物の

みに供給する 

氷は、いろいろな形で

利用でき、氷が必要な

すべての魚に対して新

鮮な氷で覆う量を供給

する能力がある 

漁港において氷

がいろいろな形

で利用でき、冷

凍設備も整備さ

れている 

 

4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 

 三重県及び愛知県における船びき網では、両県の漁業関係者がイカナゴ資源管理のた

めの協議会を結成し、自主的な資源管理に取り組んでいる(四日市市地域水産業再生委

員会 2020)。愛知県水産試験場漁業生産研究所は、当海域においてイカナゴを対象に実

施された試験ひき調査、カイトネット調査及びボンゴネット調査の結果をホームページ

で公表している(愛知県 2021a)。さらに、愛知県水産試験場漁業生産研究所及び三重県

津農林水産事務所は、伊勢・三河湾におけるイカナゴ資源管理の取り組みをホームペー

ジで公表している(愛知県 2021b, 三重県 2021b)。以上より、三重県及び愛知県におけ

る船びき網に 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

普及指導活動が

行われていない 

. 普及指導活動が部分的に

しか行われていない 

. 普及指導活動が行われ、最

新の技術が採用されている 

 

4.3.1.3 物流システム 

 Google Map により、本魚種を主に水揚げしている漁港から地方、中央卸売市場、貿易

港、空港等の地点までかかる時間を検索すると、幹線道路を使えば複数の主要漁港から

中央卸売市場への所要時間は 2 時間半前後であり、ほとんどの漁港から地方卸売市場ま

では 1 時間前後で到着できる。また空港、貿易港までも 2 時間以内に到着可能であり、

経営戦略として自ら貿易の選択肢を選ぶことも可能である。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

主要物流ハ

ブへのアク

セスがない 

. 貿易港、空港のいずれかが近

くにある、もしくはそこへ至

る高速道路が近くにある 

. 貿易港、空港のいずれもが近

くにある、もしくはそこへ至

る高速道路が近くにある 

 

4.3.2 生活環境 

4.3.2.1 地域の住みやすさ 

 地域の住みやすさの指標となる、「住みよさランキング」による住みよさ偏差値の各

県沿海市の平均値を用いて評価した(東洋経済新報社 2020)。住みよさ偏差値の値は、愛
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知県 51.390(4 点)、三重県 48.987(2 点)であり、平均は 3 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47以

下 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47－

49 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が49－

51 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が51－

53 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が53以

上 

 

4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 

 船びき網(20 トン未満)の全国平均の所得水準は、2019 年漁業経営調査の個人経営体

調査から、漁労所得をもとに 1ヶ月当たりの給与に換算すると、3～5 トンで 191,583円、

5～10 トンで 399,833 円、10～20 トンで 231,917 円となる(農林水産省 2021)。これに対

して、企業規模 10～99 人の男性平均値月給の愛知県 393,233 円、三重県 374,617 円と比

較すると(厚生労働省 2019)、愛知県の船びき網 3～5 トンで 1 点、5～10 トンで 3 点、

10～20 トンで 2 点となり、平均により 2.0 点となる。三重県の船びき網 3～5 トンで 2

点、5～10 トンで 3 点、10～20 トンで 2 点となり、平均により 2.3 点となる。両県とも

丸めると 2 点なので 2 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

所得が地域平均

の半分未満 

所得が地域平均

の50-90% 

所得が地域平均

の上下10%以内 

所得が地域平均

を10-50%超える 

所得が地域平均

を50%以上超える 

 

4.3.3 地域文化の継承 

4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 

 イカナゴは古くからすくい網で漁獲されていたが、1930 年代には主に未成魚を対象

としたぱっち網が、1950 年代には仔稚魚を対象とした船びき網が導入され、1960 年代

には魚群探知機やネットローラーの搭載で漁獲効率が向上し、漁獲量は順調に増加して

いった(中村ほか 2017)。しかし、1970 年代後半の黒潮大蛇行期には資源水準が急激に

減少したことから、高くなった漁獲圧を見直して資源減少の原因を解明するため、糸川

(1976)を始めとした資源研究が精力的に行われるようになり、1980 年代中ごろから科学

的なデータに基づく資源管理型漁業の研究が始まった(愛知県･三重県 1993)。現在の資

源管理では、新仔漁については解禁日と終漁日の設定、ボウコウナゴ漁についても漁期

の設定が調査結果に基づく両県漁業者の話し合いで行われている。特に、漁獲量の多い

新仔漁の管理が重要で、解禁日の設定は成長乱獲の防止を目的とし、ボンゴネットによ

る仔魚調査や試験びき等の結果による加入尾数と成長速度の推定に基づき、概ね全長

3.5cmに達する日を目安にしている。また、終漁日の設定は加入乱獲の防止を目的とし、

DeLury 法による残存尾数の推定に基づき 20 億尾以上の取り残しを基準にしている。両

県漁業者による新仔漁の解禁日の設定はすでに 1963 年ごろから開始されている。これ
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は、三重県では網目の大きいぱっち網が主体であるのに対して、渥美外海でしらす漁が

行われる愛知県では網目の細かい船びき網が主体であり、両県で対象とする漁獲サイズ

がわずかに異なり、解禁日の調整が必要であることによる。その後 1970 年代後半の資

源水準の激減に応じて、愛知県漁業者は 1979 年から成魚の漁獲を取りやめ、1984 年か

らは三重県漁業者も産卵終了を確認してからボウコウナゴ漁を解禁することにしてい

る(愛知県･三重県 1993)。その後 1992 年からは、新仔の終漁日の設定も協議を経て行わ

れるようになり、当初は残存尾数を 10 億尾以上とすることを目標としていたが、2007

年からは制限を強化し 20 億尾以上を目標としている。このように両県漁業者と国を含

めた水産行政・研究機関は、イカナゴ資源を持続的に利用できるよう協力して資源管理

を行ってきた(愛知県･三重県 1993)。一方、現在の船びき網では許可の種類によって操

業海域や操業時期を細かく区分するなど、対象とするイカナゴの漁獲サイズ等によって

漁具漁法の多様性が認められている(水産庁 2006)。また、イカナゴのすくい網漁は、

2006 年でも伊勢湾口の答志島周辺で、2 月ごろに体長 7〜8cm のイカナゴ(ボウコウナ

ゴ)を対象に行われていたことが確認されている(日本水産資源保護協会 2006)。 

 以上の経緯は、伝統的な漁具漁法を継承しつつ発展してきた地域の漁業を示しており、

5 点を配点する。2016 年以降は禁漁が継続しており、イカナゴ資源の復活が望まれる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁具・漁法に

地域の特徴は

ない 

. 地域に特徴的な、あるいは伝統的

な漁具・漁法は既に消滅したが、

復活保存の努力がされている 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な漁具・漁法により

漁業がおこなわれている 

 

4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性 

 これまで、愛知・三重両県では稚魚(2～3 月に全長 3～4 ㎝)はチリメン加工用に、未

成魚(3～5 月に全長 5 ㎝を超える)は餌料用等に利用されてきた。夏眠期の終わりに成熟

が始まり、12 月ごろから産卵を終えた親魚も、1～2 月には三重県の一部の漁業者によ

って漁獲対象となり、釜揚げ加工用等に利用される。しかしながら依然資源量が少ない

状態が続いており、2016～2020年まで 5年連続して禁漁となっている(山本ほか 2021)。

イカナゴ(如何子)の名前の由来は「いかなる魚の子であるかわからない」ためとされる

が(藤原 2011)、愛知県や三重県では「コウナゴ(小女子)」の名でよく知られている。春

先のほんの一時しか獲れないイカナゴ(コウナゴ)は、まさに春の風物詩的存在である。

傷みやすい魚であるため、多くは釜揚げや、それを天日に干したチリメンに加工され、

酢の物、かき揚げ、卵とじ、チャーハン、くぎ煮(佃煮)等に調理して食される(全国漁業

協同組合連合会 2021)。 

 禁漁が続き入手しにくい状態であるが、食べ方としてはイワシの稚魚(シラス)と共通

しているため、イカナゴ自体が食材としてすぐに廃れるとは考えにくい。しかしながら、

三重県鈴鹿市白子町に伝わる神社の例大祭に欠かせなかった「こうなごの巻きずし」等



 
 

59

は、今では漁師の家に伝わるのみで、年寄りの昔語りとなり、ほとんど作られなくなっ

ているという事例もある。聞き取り調査では「こうなごの巻きずし」の伝承が消えゆく

原因は、気象条件の変化によって漁期と祭りの時期が合わなくなったこともあるが、食

の洋風化による魚離れや、食の社会化により手作りを敬遠することが、それに拍車をか

けていると考察された(岡野･岩崎 1998)。このように郷土色ある食文化が消えゆく一方

で、伊勢・三河湾沿岸地域では、おいしさに定評のある「くぎ煮」は郷土の味として定

着していると考えられる(農林水産省 2021)。以上の経緯は、伝統的な加工調理法を継承

しつつ新たな食文化が加わりながら発展してきたことを示しており、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

加工・流通技術

で地域に特徴的

な、または伝統

的なものはない 

. 地域に特徴的な、あるいは伝

統的な加工・流通技術は既に

消滅したが、復活保存の努力

がされている 

. 特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通

がおこなわれている

地域が複数ある 
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5．健康と安全・安心 

5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 

イカナゴの栄養成分は、以下の表のとおりである(文部科学省 2016)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 機能性成分 

5.1.2.1 EPA と DHA 

イカナゴの脂質には、高度不飽和脂肪酸である EPA と DHA が多く含まれている。イカ

ナゴの EPA 含量は 454mg/100g、DHA 含量は 615mg/100g である。EPA は血栓予防、抗炎

症作用、高血圧予防、DHA は脳の発達促進、認知症予防、視力低下予防、動脈硬化の予

防改善、抗がん作用等の効果がある(水産庁 2014)。 
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5.1.2.2 ミネラル 

 骨や歯の組織形成に関与しているカルシウム、血液の構成成分である鉄、各種酵素の

成分となる亜鉛を多く含む(大日本水産会 1999)。 

 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 

5.1.3.1 旬 

 イカナゴの旬は春である(坂本 1987)。 

 

5.1.3.2 目利きアドバイス 

 イカナゴの鮮度がよいものは、以下の特徴があり目利きのポイントとなる。 

① 体表の光沢がよく、透明感がある。② 鱗がはがれていない。③ 目が澄んでいる。

④ 鰓が鮮やかな赤色である。⑤ 臭いがしない。⑥ 腹部がかたくしっかりしていて、

肛門から内容物が出ていない(須山･鴻巣 1987)。 

 

5.2 検査体制 

5.2.1 食材として供する際の留意点 

5.2.1.1 生食におけるアニサキス感染 

 大型のイカナゴは、刺身として食べる場合がある。イカナゴにはアニサキス幼虫が寄

生していることがある。アニサキス幼虫は、摂餌等の際に口から入り、消化管から腹腔

内へ移動して、内臓表面に寄生するが、魚の死後、筋肉へ移動して筋肉内に寄生する。

刺身等の生食の際に、アニサキス幼虫が取り込まれると、まれに消化管に食い込むこと

で、急性または慢性の腹痛、嘔吐、下痢等が引き起こされることがある(アニサキス症

という)。予防には、① 新鮮な魚を用いる、② 内臓を速やかに取り除く、③ 目視で確

認し、アニサキス幼虫を取り除く、④ 生の内臓を提供しない、⑤ 加熱(70℃以上で死

滅)及び冷凍(-20℃で 24 時間冷凍することで感染性を失う)ことが有効である(厚生労

働省 2021)。 

 

5.2.1.2 鮮度低下 

イカナゴは鮮度低下が早く、鮮度低下にともない白く濁り赤みがかって、腹から痛ん

でくる。または、鮮度低下にともないアレルギー様食中毒の原因成分であるヒスタミン

が生成される場合がある。このため、漁獲した日に調理、加工することが必要である。

漁獲日に釜ゆでして流通する場合が多い(坂本 1987)。 
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5.2.1.3 脂質の酸化 

イカナゴは、脂質の構成成分に高度不飽和脂肪酸が多いため自動酸化しやすい。酸化

が進むと風味に影響を及ぼすほか、健康に影響を及ぼすといわれる過酸化物が生成する。

このため、加工に用いる場合は、脂質が酸化しやすいことに留意する(大島 2012)。 

 

5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 

 生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第 11 条より、腸炎ビブリオ最確数が 100/g 以下

と成分規格が定められている。 

 

5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査 

本種に対して特に実施されている検査はない。 

 

5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 

市場に流通した水産物について、腸炎ビブリオ最確数において、基準値を超えると食

品衛生法第 6 条違反(昭和 55 年 7 月 1 日，環乳第 29 号)となる。 

 

5.2.5 家庭で調理する際等の留意点 
5.2.5.1 アニサキス感染防止 

 新鮮なものを選び、内臓を速やかに除去する。内臓の生食はしない。目視で確認し、

アニサキス幼虫を除去する(厚生労働省 2021)。 

 

5.2.5.2 鮮度低下防止（高鮮度魚の利用） 

 生のイカナゴは、その日に獲れた新鮮なものを選び、調理まで低温管理を行い、その

日に調理する(坂本 1987)。 
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６．評価点積算表
系群・地域 イカナゴ伊勢・三河湾 参考値
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生物学的情報の把握 3.7 1.0
モニタリングの実施体制 4.5 1.0

資源評価の方法と評価の客観性 4.5 1.0
種苗放流効果*

対象種の資源水準と
資源動向

対象種の資源水準と資源動向 1.0 1.0 1.0 1.0

現状の漁獲圧が対象種資源の持続的生産に
及ぼす影響

1.0 1.0

現状漁獲圧での資源枯渇リスク 5.0 1.0
資源評価結果の漁業管理への反映 4.4 1.0
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混獲利用種 4.0 1.0
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種苗放流が生態系に与える影響*
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種苗放流効果を高める措置*
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管理の執行 5.0 1.0
順応的管理 5.0 1.0
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関係者の関与 4.8 1.0

大項目 中項目
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評価点
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漁業関係資産 3.0 1.0
経営の安定性 3.0 1.0

就労状況 4.3 1.0
市場の価格形成 4.3 1.0
付加価値の創出 4.5 1.0

就労状況 3.3 1.0
水産インフラストラクチャ 5.0 1.0

生活環境 2.5 1.0
地域文化の継承 5.0 1.0

資源の状態

対象種の資源生物
研究・モニタリング・

評価手法
1.0 4.2

2.9

対象種に対する漁業
の影響評価

1.0 3.5

生態系・環境への配慮

操業域の環境・生態
系情報、科学調査、

モニタリング
1.0 3.7

3.8

同時漁獲種 1.0 3.7

生態系・環境 1.0 4.2

漁業の管理

管理施策の内容 1.0 4.8

4.9

執行の体制 1.0 5.0

共同管理の取り組み

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

地域の状況 1.0 4.2

1.0 4.9

地域の持続性

漁業生産の状況 1.0 3.4

3.9加工・流通の状況 1.0 4.1



資源の状態

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業
別

重み*
スコア

小項目_重
み

中項目_評
価点

分布と回遊 3 1.0
年齢・成長・寿命 4 1.0

成熟と産卵 4 1.0
種苗放流に必要な基礎情報

*

科学的調査 4 1.0
漁獲量の把握 5 1.0
漁獲実態調査 5 1.0

水揚物の生物調査 4 1.0
種苗放流実績の把握*

天然種苗と人工種苗の識別状況*
資源評価の方法 4 1.0

資源評価の客観性 5 1.0
漁業生産面での効果把握*
資源造成面での効果把握*
天然資源に対する影響*

対象種の資源水
準と資源動向

対象種の資源水準と資源動向 1 1.0 1.0

現状の漁獲圧が対象種資源の持続的生産
に及ぼす影響

1 1.0 1.0

現状漁獲圧での資源枯渇リスク 5 1.0 5.0
漁業管理方策の有無 5 1.0
予防的措置の有無 4 1.0

環境変化が及ぼす影響の考慮 3 1.0
漁業管理方策の策定 5 1.0

漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU漁
業などの考慮

5 1.0

生態系・環境への配慮

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業
別

重み*
スコア

小項目_重
み

中項目_評
価点

基盤情報の蓄積 4 1.0 4.0
科学調査の実施 4 1.0 4.0

漁業活動を通じたモニタリング 3 1.0 3.0
混獲利用種 4 1.0 4.0

混獲非利用種 3 1.0 3.0
希少種 4 1.0 4.0
捕食者 4 1.0
餌生物 4 1.0
競争者 4 1.0

生態系全体 4 1.0 4.0
種苗の遺伝的健全性確保のための必要親

魚量確保*
遺伝子撹乱回避措置*

野生種への疾病蔓延回避措置*
海底環境（着底漁具を用いる漁業） 5 1.0 5.0

水質環境 4 1.0 4.0
大気環境 4 1.0 4.0

水質環境

生態系・環境

食物網を通じた間接作用 4.0

種苗放流が生態系に与える影響*

海底環境（着底漁具を用いる漁
業）

同時漁獲種
希少種

中項目

生物学的情報の把握

対象種に対する
漁業の影響評価

生態系全体

3.7

モニタリングの実施体制 4.5

混獲非利用種

対象種の資源水準と資源動向

現状の漁獲圧が対象種資源の持
続的生産に及ぼす影響

現状漁獲圧での資源枯渇リスク

資源評価結果の漁業管理への反
映

対象種の資源生
物研究・モニタリン

グ

操業域の環境・生
態系情報、科学
調査、モニタリン

グ

4.4

中項目

基盤情報の蓄積
科学調査の実施

資源評価の方法と評価の客観性 4.5

種苗放流効果*

混獲利用種
漁業活動を通じたモニタリング

大気環境
* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用



漁業の管理

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業
別

重み*
スコア

小項目_重
み

中項目_評
価点

インプット・コントロール又はアウトプット・コ
ントロール

5 1.0 5.0

テクニカル・コントロール 5 1.0 5.0
種苗放流効果を高める措置*

環境や生態系への漁具による影響を制御
するための規制

5 1.0

生態系の保全修復活動 4 1.0
管轄範囲 5 1.0
監視体制 5 1.0
罰則・制裁 5 1.0
順応的管理 5 1.0 5.0

資源利用者の特定 5 1.0
漁業者組織への所属割合 5 1.0

漁業者組織の管理に対する影響力 5 1.0
漁業者組織の経営や販売に関する活動 5 1.0

自主的管理への漁業関係者の主体的参画 4 1.0
公的管理への漁業関係者の主体的参画 5 1.0

幅広い利害関係者の参画 5 1.0
管理施策の意思決定 5 1.0

種苗放流事業の費用負担への理解*

地域の持続性

指標 小項目 漁業 スコア
漁業
別

重み*
スコア

小項目_重
み

中項目_評
価点

漁業収入のトレンド 2 1.0
収益率のトレンド 5 1.0

漁業関係資産のトレンド 2 1.0
収入の安定性 2 1.0

漁獲量の安定性 2 1.0
漁業者団体の財政状況 5 1.0

操業の安全性 5 1.0
地域雇用への貢献 5 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

買受人の数 5 1.0
市場情報の入手可能性 5 1.0

貿易の機会 3 1.0
衛生管理 5 1.0
利用形態 4 1.0

労働の安全性 3 1.0
地域雇用への貢献 4 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 5 1.0
先進技術導入と普及指導活動 5 1.0

物流システム 5 1.0
地域の住みやすさ 3 1.0

水産業関係者の所得水準 2 1.0
漁具漁法における地域文化の継続性 5 1.0

加工流通技術における地域文化の継続性 5 1.0

執行の体制

 集団行動

順応的管理

漁業関係資産

4.3就労状況

3.0

3.0経営の安定性

共同管理の取り組
み

5.0

関係者の関与 4.8

中項目

管理施策の内容

生態系の保全施策

漁業生産の状況

4.5

5.0管理の執行

テクニカル・コントロール

インプット・コントロール又はアウト
プット・コントロール

種苗放流効果を高める措置*

中項目

加工・流通の状況

市場の価格形成 4.3

付加価値の創出 4.5

就労状況 3.3

地域の状況

水産インフラストラクチャ 5.0

地域文化の継承 5.0

生活環境 2.5


